
1 
 

 

市庁舎整備に関する調査特別委員会 

（第 20 回）会議録 
会 議 年 月 日 平成 26 年２月 28 日（金） 

開 会 午前 10 時 01 分 閉  会 午後 5時 58 分 

場 所 ６階 第１会議室 

出 席 委 員 

（９名） 

委 員 長 中西照典 副委員長 田博幸 

委  員 寺坂寛夫、伊藤幾子、桑田達也、椋田昇一 

有松数紀、橋尾泰博、下村佳弘 

欠 席 委 員 なし 

事 務 局 職 員 局次長：勝井節朗、議事係主任：増田和人 

出 席 説 明 員 

総 務 部 長 

庁 舎 整 備 局 長 

庁舎整備局次長 

庁舎整備局長補佐 

庁舎整備局主幹 

庁舎整備局主任 

庁舎整備局専門監 
財産経営課主幹 
兼庁舎整備局主幹 

：羽場 恭一 

：亀屋 愛樹 

：中島伸一郎 

：藏増 祐子 

：宮崎  学 

：黒田 洋太 

：前田喜代和 

：福井 一朗 

傍 聴 者 ２名（別添のとおり） 

本日の会議に付した事件 別紙資料のとおり 

備 考  

 



2 
 

午前10時01分 開会 

 

◆中西照典 委員長 では、時間が少し過ぎましたけども、ただいまより市庁舎整備に関する調査

特別委員会、第20回ですが、開催いたします。 

 本日の日程でございますが、先議分の説明、質疑、討論、採決を行い、続いて、26年度の当

初予算の説明をお願いしております。なお、26年度当初予算につきましては、予算審査特別委

員会での審査となっておりますので、委員長の宣告により、配付のレジュメのとおり庁舎整備

に関する調査特別委員会と予算審査特別委員会庁舎整備分科会に切りかえを行いますので、御

承知ください。陳情審査および全体構想（素案）の協議は13時から行います。 

 また、今定例会より手順を定めて委員間討議を行うこととなりました。常任委員会でも説明

があったと思いますが、いま一度申し上げます。委員間討議を行うに当たり、議事整理上及び

今後の円滑な委員会運営を行うため、次に述べる何点かについて御注意願います。まず、委員

間討議を希望される場合は、委員長に対して委員間討議を求める動議を行ってください。委員

会の場合は委員１名でも動議は可能です。なお、議論の状況によって必要と認めた場合は、委

員長より委員間討議の動議、先議を行うことがあります。また、動議ですので、いつ行ってい

ただいても結構ですが、委員間討議という性格上、討論が行われる前までに動議を行ってくだ

さい。動議が提出された後は委員会に諮り、賛同される委員が過半数いらっしゃれば、委員間

討議を行います。 

 それでは、先議分、議案第22号、平成25年度鳥取市一般会計補正予算のうち、本委員会の所

管に関する部分の説明をお願いします。 

 中島次長。 

○中島伸一郎 庁舎整備次長 失礼します。そうしましたら、私のほうで補正予算のほう、説明さ

せていただきますので、座らせていただきます。 

 まず、補正予算につきましては補正予算書の61ページでございます。総務費、総務管理費、

財産管理費、庁舎管理費というのがございますが、今回の補正予算につきましては事業費の執

行見込み、精算による費目更生が主なものでございまして、この補正予算書では読み取れませ

んので、こちらの庁舎整備局でつくりましたこのワンペーパーで御説明申し上げたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 まず、主なこととしましては２つございます。まず、平成24年から25年度で専門家委員会の

運営支援ということで、鳥取市庁舎整備調査検討計画策定業務というのを公募型プロポーザル

で実施いたしました。平成20年度は500万円で平成27年度は700万円ということで、委託料の中

の780万円に含まれているわけですけども、御承知のとおり、応募がなかったということで専門

家委員会で議論しまして、必要な業務ができた場合には委託すると。専門家委員会の資料とか

議事作成、あるいは市民意見集約などの経費については直接経費で執行しようということにし

ております。 

 それと次に、この専門家委員会では十分に議論を尽くすということから、開催回数を予算編

成当初の想定を超えてふやしております。それに伴いまして、報酬であるとかニュースの発行
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であるとかテレビ放送など、こういった経費が増額しております。ただし、この庁舎整備の推

進事業費、予算額1,407万2,000円でございますけども、補正での増減はございません。当初予

算額と同額ということであらわしております。 

 ワンペーパーのほうをちょっとごらんいただきたいと思います。 

 簡単に御説明申し上げますけども、まず報酬がございますけども、これは専門家委員会の、

先ほど申し上げましたように、当初よりかなりふえたということで、その分が増額になってご

ざいます。それと、報償費、これにつきましては当初、設計者、プロポーザル選定委員会とか

基本設計の市民ワークショップ、こういったものを想定しておりましたけども、設計段階に至

らないということで、そこのところは減額しまして、専門家委員会で議論をスムーズに行うた

めに事前に資料を配付して説明する学習会を４回開催しております、その部分で減額して11万

9,000円の補正予算額という形になっております。 

 旅費につきましては、専門家委員会で先進事例を紹介するために、神戸市からおいでいただ

いたりとか、おいでいただけない伊勢崎市につきましては職員が視察に行って、それで専門家

委員会で報告したということでございます。これの補正は行っておりません。 

 需用費ですけども、需用費につきましては専門家委員会ニュースが増加したこととか、市民

意識調査をするために封筒とか調査票、そういったものの印刷製本費が増加しております。そ

ういったことで324万6,000円の増額をしております。 

 それと、役務費ですけども、これも市民意識調査について郵券料がかかっておりますので、

これも増加しております。一方、当初予算では新聞記事の記事下広告を３回分ほど計上してい

ましたけども、これにつきましては２回ということで、その分減額して、増減で235万補正増額

しております。 

 それと、委託料でございますけども、先ほども言いましたように、当初700万円の部分が専門

家委員会の運営支援委託料でしたけども、公募がなかったということで、これは減額しており

ます。それにかわりまして、議事録作成費であるとか直接委託しております専門家委員会のぴ

ょんぴょんで放送する収録業務、こういったものをここで支出しております。そういったもの

が増加しております。それと、市民意識調査の業務委託についてもここであわせて出しており

まして、増減をして519万1,000円の減ということで、260万9,000円ということになっておりま

す。 

 使用料及び賃借料につきましてはそのままということでございます。 

 以上でございます。 

◆中西照典 委員長 ただいま説明がありました。 

 これより質疑を行います。質疑のある方は順次御発言をお願いします。 

 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 今説明がありましたこの委託料の減額部分、もう１回ちょっともう少しゆっく

り説明いただけますか。申しわけありません。繰り返しになりますけど。 

◆中西照典 委員長 中島次長。 

○中島伸一郎 庁舎整備次長 済みません。委託ですけども、780万円のうち700万円が専門家委員
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会の運営支援委託料でございました。80万円が収録業務でございました。先ほど申し上げまし

たように、この公募がなかったということから、これにつきましては使わないということで、

それにかわりまして直接支出するということで議事録作成費として作成業務を６回行っており

ますし、あと、市民意識調査もここで業務委託をしております。そういったことの増加と、あ

と、専門家委員会のぴょんぴょんの放送回数が４回から６回に増加しておりますので、そうい

ったことの増加。その専門家委員会の支援業務の減額とその増加分を相殺しまして519万1,000

円の減ということで260万9,000円になったということでございます。 

◆中西照典 委員長 よろしいですか。 

 そのほかに質疑がある方、いらっしゃいますか。 

 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 報償費の54万5,000円のところですけれども、説明の中で、最初は基本設計の

プロポーザル代も含んでいたっていうことだったのですが、もともとのちょっと内訳はどうだ

ったのか、教えていただけませんか。 

◆中西照典 委員長 中島次長。 

○中島伸一郎 庁舎整備次長 失礼します。設計者選定プロポーザル報償費として、これは5,000

円の６人の４回分を含んでおりました。それと、基本設計市民ワークショップ委員の報償費と

して3,000円の30人の４回分を含んでおりました。こういったものが主なものでございます。  

◆中西照典 委員長 よろしいですか。 

 そのほかに質問がある方は。 

 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 先ほど説明冒頭で、予算書の２は61って言われましたかね。何ページにあるけ

れど、そこでは読み取れないからって言われましたけど、もう１回ちょっとそこ。 

◆中西照典 委員長 中島次長。 

○中島伸一郎 庁舎整備次長 済みません。61ページをごらんいただきますと、ここに款項目の中

で、最後、庁舎管理費というのが書いてございまして、65万8,000円というのがありますけども、

先ほど申し上げましたように、増減ゼロの組み替えでございますので、ここの65万8,000円につ

きましては財産経営課の所管の部分になります。出てまいりません。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 ちょっとそこでお尋ねしたいのですけれど、どういうのですかね、予算書の見

方といいますか、その予算の判断といいますか、というところで、ちょっと私の不勉強があっ

て恐縮ですが、結局、庁舎整備推進事業費として1,407万2,000円という予算が認められている

と。その中でのこれ節の中での回しというのですか、費目構成の変更っていうのですか、とい

うことですけれど、これどういうのですかね、これだけ大きな金額の変動が、いわゆるこれ後

づけでこの補正予算ということで提案されているのですけど、このあたりの予算の回し方とい

うのはこれで全然、どういうのですかね、問題ないですかね。執行部にないですかねって問う

のもあれですが、ちょっともう少し、問題があるないという答弁っていうんじゃなくて、少し

そのあたりの予算の確定と執行の流れというか仕組みといいますか、ちょっとそのあたりのこ
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とを少し、私、不勉強で申しわけないですが、教えていただけるように御説明いただけますか

ね。 

◆中西照典 委員長 中島次長。 

○中島伸一郎 庁舎整備次長 済みません。予算につきましては、当然議決の対象となりますもの

は、科目につきましては款及び項です。目、節につきましては流用に関しては法令上の特段の

規則はなく、自治体の財務規則に委ねられておりまして、今回のものにつきましてはその範囲

内でやらせていただきました。ただ、いろいろ専門家委員会がふえたり、プロポーザルの問題

があったりしておりまして、これにつきましては第６回の調査特別委員会、５月16日開催の中

でその状況と、今後、そういった組み替えも含めた補正を行いたいというような説明をさせて

いただいております。 

◆中西照典 委員長 よろしいですか。椋田委員、いいですか。 

 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 中島氏が説明するのはわかるだけど、ぱっと見て、1,400万のこの予算で、言

えば業者の公募がなかったということによって大変大きな科目変動が出てきているのだけど、

ぱっと見た感じ、まあ優秀な職員だなあと思うだ、数字を上手に合わせて。これだけ大きな変

更があれば、そんなに１円も誤差がないようなこういう補正の案がよう出せるなと。上手に数

字を合わせとるなという印象を最初に受けるわけだが、我々は見ていて。だから、やっぱりそ

の優秀さはわかるけども、こういう資料が出てくると非常に、何ていうのかな、いろんな面で

数字合わせしているじゃないのというようなうがった見方もせないかんようになってくる。だ

から、反対に、今、説明あったけども、たとえこの1,400万というお金の総合計は出てきている

けども、こういう数字を反対に出されると、本当に細部にわたって資料提供を求めてきちっと

した審査でもせないかんなってな気になってくるわけですよ。そういう細かい数字出す気持ち、

ある。 

◆中西照典 委員長 橋尾委員、それはあるとかじゃなしに、どうですか、ないって言ったらそれ

で終わりじゃなしに、どういうあれですか。出しなさいなら資料にしてもらわんといけんだし、

出せないなら、出せないことはないと思う、きちっとしとるのでね。どうですか。 

 亀屋局長。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 これについては当然、決算のときには決算審査というシステムでやら

れると思うのですけども、執行に関して細部にわたっての資料をということであれば、それは

提供させていただきますけども。 

◆橋尾泰博 委員 じゃあ、出してください。 

◆中西照典 委員長 それはいつ出せますか。つまり、これがどのように動いたかっていうことで

すね、橋尾さん。この当初予算の補正があって、これがどういうふうな形で動いていったかと

いう流れですか、今、言っとられるのは、その資料っていうのは。（発言する者あり）予算のあ

れですからね。ですから、この組み替えがどう行われたかというその流れですか、今言っとら

れる資料っていうのは。 

◆橋尾泰博 委員 さっきも言ったように、非常に優秀な資料が出てきているわけです。だけど、



6 
 

反対にこういう資料を出されると、どういうふうにやったのかわからんわけよ、我々は。これ

だけ大幅な予算執行の変更を、さっき中島さんが言ったけども、去年の５月に業者の関係で予

算を科目流用というか、ほかのことに使ってやるという話が出て、１円の誤差も出ないような

こういうことになってきているわけね。だから、反対に、その流れも含めて、今、委員長がお

っしゃったけど、細かい明細の資料を出してくださいということを言っている。 

◆中西照典 委員長 亀屋局長。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 はい、わかりました。結局、昨年の５月に説明した段階では、この委

託料については不執行になってしまったということで、プロポーザルの業者が見つからなかっ

たので。それにかわる業務についてはそれぞれの質に合わせて執行させていただくので、委託

料とは別の品目で執行するという形になるのです。ですから、今、おっしゃったように、執行

の流れですよね、そのあたりを具体的にわかるような資料ということで提出をさせていただき

たいと思います。 

◆中西照典 委員長 ちょっと待って。橋尾さん、それは、それを見るまでは、橋尾さんとしては

これを審議できないということですか。一つお聞きしとるのは。 

 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 委員長の言われたとおりです。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 先ほど説明ありましたように、確かに法令というか規則はちゃんと守っていま

すということであっても、やっぱり予算書では見えない、わからないような予算の執行の仕方

というのはいかがなものかと。確かに、どうですか、抽象的に、その応募がなかったからこう

いうふうにしますというような説明は仮にあったとしても、その具体的な中身というのがわか

らない。それは我々議会議員ももちろんですけれど、市民に対してもやっぱりちゃんとした情

報公開というのか、単に公開しますではなくて、情報提供あるいは説明責任と。特にこの庁舎

の問題っていうのは、これだけ大きな関心を持たれ、紆余曲折ある意味してきているものです

から、やっぱり規則を守っていたらいいというだけの行政のやり方でいいのかと。もっとやっ

ぱり市民にちゃんとわかりやすく説明をしていく、私たちもではありますけどね。やっぱりそ

ういうふうに私は思います。もし何か御所見があればお答えいただいたらいいですけど、なけ

れば意見だけ申し上げときたいというふうに思います。 

◆中西照典 委員長 そのほか。 

 では、先ほど橋尾委員が申された組み替えられたときの流れの、これは表でいいですね、を

じゃあ、提出願いますかね。それまで橋尾委員は審議できないということですけども。 

 そのほかに何か。よろしいですか。（発言する者あり）それはですね。 

 では、この件につきましては、そのほかの質疑はありますか。いいですか。 

 それでは、そのほかの質疑はこれで終結します。今、橋尾委員が言われたその流れというの

は、これは午後の部には提出できますか。じゃあ、午後の部でこれはもう一度質疑を行いたい

と思いますので、それでは、この先議分の議案第22号、平成25年鳥取市一般会計補正予算につ

いては一旦ここで閉じます。 
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 それでは次に、先ほど申しましたけど、市庁舎整備に関する調査特別委員会をここで先ほど

閉じました。 

 

午前10時25分 休憩 予算審査特別委員会庁舎整備分科会に切り替え 

 

午後１時01分 再開 

 

◆中西照典 委員長 市庁舎整備に関する調査特別委員会、第20回を再開いたします。 

 先ほど橋尾委員のほうから資料の提出がありまして、その点についての説明を、じゃあ、よ

ろしくお願いします。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 それでは失礼いたします。お手元に25年度２月補正予算資料、整備局

という形で１枚物ですけども、Ａ４横長でございますが、お配りしております。これについて

は、当初予算から現補正額、補正後の予算額、その間に流用という形で予算を執行させていた

だいています。これは当初は委託料で組んでおりました780万、これがプロポーザルできなかっ

たということで、該当する費目、これは事業内容を庁舎整備推進事業費、目ごとですけども、

この目内で流用させてもらっているという形で執行させていただいた、今回、２月補正によっ

て、流用しているものを正式に予算の組み替え、費目更正という形でさせてもらったという形

の流れでございます。ですから、一応、補正後の予算額は上がっとりますけども、精算という

形で、この予算額に近い形で執行は行っているということでございます。あと、年度内、３月

までございますので、事務費、需用費等は若干残っているような状況でございますけども、そ

れも今後使うという前提で予算額をこういう形で整理させていただいたという形のものを示さ

せていただきました。 

◆中西照典 委員長 橋尾委員、どうでしょう。よろしいですか。 

 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 一つお伺いしたいのは、この1,400万強の予算の中で、当初この専門家委員会

を中心とした予算が組まれたわけですけれども、これは当初、総合的なプロデュースっていう

かコンサルタントっていうか、それを募集したけども出てこなかった、応募がなかったという

ことで、今まで従来、議会のほうで議論してきた内容等も踏まえて、専門家委員会のほうでい

ろいろ議論もしていただいたわけですけれども、この予算の当初の目的っていうか事業の内容

っていうか、こういうところまで詰めたかったのだというところをもう一度、確認の意味で、

１点聞かせていただきたいと思います。 

 それから２点目は、専門家委員会の中でいろいろ議論していただく中で、この市民の意識調

査っていうものが新たに出てきまして、今、これで見ますと、ざっと450万ぐらい市民意識調査

に使ったのかな、ですよね。間違いないですね。言えば、私も専門家委員会、何回か傍聴に行

かせていただいたのですけれども、専門家委員会のほうも当初、市のほうが考えておられたの

は、言えば、こういう形の基本計画、あるいは場所もこういうところが適地だろう、それから

金額的にもこれぐらいで実現可能だろうというとこまで本当は詰める予定だったのではないの
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かなという気がしておりますけれども、専門家委員会のほうも、言えば、総合のコンサルタン

トが入ってこないという中で、例えば、防災なら防災の部門の議論に入るときにはその防災の

専門家でもお呼びして、その部分部分での専門家を呼んで議論しようじゃないかというような

話だったというふうに私は認識しとるのですけども、これもこの決算書から見ると、甲府の市

役所の方が来て説明をされた。それから、来ていただけない部分については市の職員の方がそ

の現地に行かれて資料をもらってこられたっていうような経過だろうと思うのですが、そこら

辺で、専門家委員会の中でそういう専門の分野の方の、何というのですかね、お話を聞く機会

等がなぜ設定されなかったのか。やっぱりその話を詰めていく中で、私は当然必要なことだっ

たと思うし、そういうことがないからこそ専門家委員会では、言えば、３案並立みたいな形の

報告書になったのではないかなという感じがしておるので、そこら辺の科目流用をされた、こ

の数字は出していただいたのですけど、そこら辺の流れをもうちょっと詳しく聞かせてもらえ

ますか。 

◆中西照典 委員長 亀屋局長。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 市庁舎の今回の25年度の推進事業でございますけども、第３次の特別

委員会の議論を踏まえまして、市のほうで改めて方向性を示すということで取り組んだ事業で

ございます。その中で、専門家委員会、これは24年度入っていませんけども、１月からでござ

いますので、専門家委員会、この中で議論していただく。そこであわせて委託料ということで

全体的なコンサル、こういったものをプロポーザルしたわけですけども、行えなかったという

ことで、専門家委員会の中で取り決めをしたことは、いわゆる庁舎のあるべき姿、それと前提

となる条件、指標、こういったものについて客観的に分析していこうじゃないかということで

立ち上がったものでございます。結果として、この報告された内容を踏まえて、市が推進本部

の中で各部会、いわゆる防災関係、それから市民サービス関係、こういったものの機能はやは

り本庁舎には必要だというようなことから、職員で構成するわけですけども、その中で議論を

させていただいたということになっております。 

 それで、特に防災関係につきましては、鳥取大学の工学部の地域安全工学センターですか、

こちらのほうの意見も踏まえながら、これは部会で危機管理課が中心になってやったのでござ

いますけども、そういったところで防災のあるべき姿、こういったところは詰めていったとい

う流れで来ておりますので、本来でしたら、委託契約したところに全体的なコンサルタントと

いう形で進めていくというスタイルをとっておったのですけども、全て分業という形じゃない

のですが、そういう形で全体構想を進めていくということで、当初の目的としましても、市と

しての全体の庁舎整備に対する方向性というものをお示ししていこうというのが目的で今年度

の事業に向かっていったものですから、内容的には達成はできたという形では考えております。 

◆中西照典 委員長 橋尾委員、どうですか。いいですか。 

 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 この設計者プロポーザルの件でちょっと１つ確認したいのですけども、言えば、

公募されたけども応募がなかった。それで、私、実は何でこういうことになるのかなというよ

うな思いがあったものですから、３次の委員長もさせていただいとった経験もあったもので、
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ある設計のコンサルの会社にちょっと連絡とった経緯があるのです。そうすると、その業者さ

んが言われたのは、この鳥取の市庁舎の問題については日本設計さんが当初から入っておられ

ると、最初の基本計画の段階ですよね。それから、第３次の検証委員会のときにも日本設計さ

んに随意契約を出したと。そういう流れからいって、鳥取の市庁舎問題は全国的にも有名にな

っておると。そういう状況の中で、設計の業界の者から、こういう公募があってもなかなか手

が出せないですというのが正直なとこですというお返事いただいたのです。だから、私は当初、

執行部のほうでそういう計画を練られたのだけども、今回のように公募がないということって

いうのは予見できなかったのでしょうかね。そこら辺、どういうふうに読んでおられたのです

か。 

◆中西照典 委員長 亀屋局長。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 こういう事態に陥るということは予見できませんでした。ですから、

当然、プロポーザルにすればどこか手を挙げていただけるということを期待して、今回は臨ん

だとこでございます。 

◆中西照典 委員長 よろしいですか。それでは……（発言する者あり）ああ、まだ。はい。これ

についてね。 

伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 ２月補正でこういう数字が上がってきたのですけど、その途中で、例えば９月

だったり12月だったり、そういうときに出してくるっていうことは無理だったのでしょうか。 

◆中西照典 委員長 亀屋局長。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 事業が確定してない部分もありますので、事業というか執行上ですね、

ですから、一応、この事業費としての枠というものは目的として当初組んでおったものですか

ら、それを配分し直すという形で流用させてもらったというのが実態です。ですから、最終的

に固まった段階で精算という意味ですけども、２月補正、これは大体どの事業をやっていく上

でも、事業を当初組んで、途中、細々したものがありますんで、それを流用という形で執行さ

せてもらうものですから、額はちょっと大きいって言ったら大きいかもわかりませんけども、

一応、目的としても当初の委託で組んでおった目的の中身を使わせてもらっているのだという

ことで判断して、今回の２月まで精算も延ばしてきたということでございます、実態としては

です。ですから、おっしゃるように、早い時点でもう確定しとるのだったら、その段階で補正

なりして減額なり増額なりということは必要なんじゃないかということも当然あると思います

けども、今回は枠の中で回るという前提で走っていましたので、最終的にこれで精算させてい

ただいたという形態をとらせていただきました。 

◆中西照典 委員長 よろしいですか。 

 それでは、質疑を終結し、討論に入らせていただきます。 

 討論はありませんか。 

 椋田議員。 

◆椋田昇一 委員 午前中のときにも申し上げましたし、先ほどの伊藤委員の御発言とも関係する

のですが、額の大きさっていうだけではなくて、やっぱり非常に市政にとっても重要な課題で
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あると同時に市民の関心の高いものでもあると。またそもそもこの専門委員会の設置とかいう

ところから、私はその時点では反対を申し上げましたけれど、というようなことで、やっぱり

いろいろ議論のあるところであったわけでして、午前中申し上げましたけど、法令的には仮に

違反するようなことはなくても、やっぱり市民にちゃんと情報を提供し、なおかつ説明責任を

果たして、できるだけ誤解や混乱のないような市政を執行していくという観点に立つと、私は

やはり今回のこのやり方については、どういうのですかね、進むべき、あるべきやり方ではな

かったんではないかと、こういうふうに思います。そういうこと、やり方の問題あるいは中身

の問題含めて、私はちょっとこの補正予算には賛成できないと、こういうふうに思っておりま

す。 

◆中西照典 委員長 反対意見ということですね。 

 そのほか討論。 

 有松委員。 

◆有松数紀 委員 今、椋田委員がおっしゃった部分も一理あるのかなという感じで聞かせていた

だきました。ただ、執行部の今までの説明を聞かせていただく中では法的な部分では目節の流

用は問題ないという中で、事業のその枠といいますか、進めておる金額等の確定がなかなか見

えないという状況の中では途中で補正を上げることのタイミングって非常に難しかったという

ことを踏まえると、いたし方なかったのかなという判断で、私は賛成の立場で討論といたしま

す。 

◆中西照典 委員長 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 事務処理上といいますか、それは本当に問題ないというか、流用ができるとい

うことで説明を聞かせていただいたので、それはまあそうなのかなと思う部分もあるのですけ

ども、この市庁舎に関する予算について、当初は総務企画が扱っていた。それで、途中から庁

舎に関することはこの委員会にということになった流れもあって、それで初めてこういう形で

補正が示されたのですけれども、やっぱり特に市庁舎問題っていうのは本当に市民の関心も高

いし、本当にいろんな意味で情報提供とか説明をという声が上がっている中で、椋田委員も言

われましたけれども、やはり私としては委員会も変わったし、説明責任という意味で、午前中

にも流用するという報告はあったって言われたのですけれども、その報告があった時点ではま

だ総務企画のときだったと思うのですよ。７月の16日の議運以降、この特別委員会に全てかか

るっていうふうに決まっているので、やはり説明責任という観点からおいて、数字上あるいは

事務処理上問題はないにしても、ちょっと私としてはこの補正予算には賛成することはできな

いなと思います。以上です。 

◆中西照典 委員長 寺坂委員。 

◆寺坂寛夫 委員 私のほうは、この節の流用ですけど、これは特に市民意識調査というのがあり

ますね、市民への情報公開ということは非常に重要な問題でもありますし、この専門家委員会、

また、あるいはこの役所内での各専門部会等のこの情報は非常に必要なものですので、この問

題については今の範囲内でやられとるわけですけど、これが仮にプロポーザルであろうと、ま

た、プラスアルファで増額せないけん問題でもありますんで、非常にこれは重要な点というこ
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とで、こういう問題のは賛成いたします。 

◆中西照典 委員長 橋尾委員。まず、賛成か反対かを言っていただいてから、済みません、述べ

てください。 

◆橋尾泰博 委員 はい。予算執行については思いが複雑なものがあります。結論から言うと、こ

の予算執行については、私は反対の立場をとらせてもらいたい。その理由は、この予算執行と

は直接関係ないのだけど、この1,400万の市庁舎整備推進事業費、この運用に当たって、専門家

委員会が３つの案を検討されたですよね。それで、専門家委員会としての最終的な方向性が出

なかった。言えば並列で出てきた。それを受けて、市庁舎整備推進本部か、そちらのほうで、

言えば全体構想の４つの案に結びついてきたというところがあります。それで、その経過をた

どれば確かに専門委員会の議論はあるのだけども、やはり議会が提案をした住民投票の結果を

尊重するのが本来行政のとるべき道であると私はいまだに信じておりますので、やはりそれと

相反する整備案が提案をされてくるということにつながっていっているので、この補正予算に

ついて私は反対の立場を明確にしたいと思います。 

◆中西照典 委員長 そのほか。 

 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 この予算の流用は目的に沿って流用ということで、事情に鑑みると、これは納

得できる説明があったというふうに私は思います。今どなたか言われましたように、市民への

情報公開ということからすれば公開しての意識調査もあったりして、なされているというふう

に考えます。したがって、この方法が最も適切な方法ではなかったかというふうに思い、賛成

すべきだというふうに考えます。 

◆中西照典 委員長 よろしいですか。 

 それでは、討論はこれで終結いたします。 

 これより、議案第22号、平成25年度鳥取市一般会計補正予算のうち、本委員会の所管に属す

る部分についてを採決します。 

 本案に賛成の方は挙手をお願いします。 

挙手多数 

◆中西照典 委員長 挙手多数と認め、議案第22号、平成25年度鳥取市一般会計補正予算のうち、

本委員会の所管に属する部分は可決すべきものと決定されました。 

 これで、市庁舎整備に関する調査特別委員会は一旦休憩します。 

 

午後１時 22 分 休憩 

午後１時 22 分 再開 

 

◆中西照典 委員長 それでは、これより、市庁舎整備に関する調査特別委員会、第20回を再開い

たします。 

 まず、陳情の審査を行います。 

 平成26年陳情第２号、市庁舎整備に関する陳情についてを議題といたしますが、皆様のもと
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にはあらかじめ陳情書が参っておりますが、ＣＡＴＶ等ごらんの方にはわかりませんので、事

務局より陳情書を朗読させます。陳情、朗読をお願いします。 

○増田和人 議事係主任 平成26年陳情第２号、市庁舎整備に関する陳情ということで、平成26

年２月の18日に受理をしております。鳥取市自治連合会の会長ほか５名より提出されておりま

す。 

 それでは、内容ですけども、読み上げさせていただきます。 

 一つ、市庁舎は防災を初めとする行政サービスを担い、将来にわたって鳥取市の発展を支え

る市民共通の資産である。大規模な地震の発生が予測される今日、庁舎整備は重要かつ喫緊の

課題であり、整備のおくれで不安に悩まされるのは我々市民である。平成25年６月13日、各種

団体とともに市庁舎整備の早期決着を求め要望したが、回答は得られていない。 

 一つ、市議会は住民投票を実施したものの、その後の検証で市民に示した内容は実現できな

いとしたが、結果として、市庁舎整備の方向性は示されなかった。このようなことを受け、市

当局はこれまでの経過を踏まえ、昨年11月に市庁舎整備全体構想（素案）を取りまとめ、市議

会に提示しているが進展はなく、我々のもとには市庁舎整備の前進に期待する声が多く寄せら

れている。 

 一つ、市議会の責務は、我々市民の代表として、市民のため将来展望を持った責任ある議論

を進め、市庁舎整備の方向を固めることである。事業を決定する権限とその責任は市議会にあ

る。急がれる市庁舎の整備について今後も真摯に議論を進め、市議会としての市庁舎整備の方

向を早期に取りまとめていただくことを要請する。 

 以上です。 

◆中西照典 委員長 団体もお願いします。 

○増田和人 議事係主任 鳥取市自治連合会、鳥取市老人クラブ連合会、鳥取市身体障害者福祉協

会、鳥取市自主防災会連合会、鳥取市連合婦人会、鳥取市消費者団体連絡協議会となっており

ます。 

◆中西照典 委員長 朗読ありがとうございました。６団体から陳情が出ております。委員の皆様

から御意見があれば、ここで陳情の採択等に入る前に皆さんの御意見をお伺いしたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 今、朗読があったんのですけども、この陳情の項目、最後の２行ですけども、

急がれる市庁舎の整備について今後も真摯に議論を進め、市議会としての市庁舎整備の方向を

早く取りまとめていただくことを要請する。これが陳情の思いでしょうけども、これは誰も異

を唱える委員はいないと思います、この特別委員会も含めて、議会全体がですね。ただ、この

陳情趣旨の２点書いてあるわけですけれども、私が申し上げたいのは、まず最初の趣旨の中で、

市議会は住民投票を実施したものの、その後の検証で市民に示した内容を実現できないとした

が、結果として、市庁舎整備の方向性は示されなかった云々と、こうあるわけですけれども、

この市庁舎整備の方向性は示されなかった、これは２号案、住民投票の後に、２号案は当初の

案では実現ができないということで、変更案というか２号案の形を崩さない形での変更案とい
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うものを検証したわけでして、ただ、この市庁舎整備の方向性は示されなかったっていう文言

がありますけれども、これは私も３次の委員会に入っておったのですが、２号案の検証をやっ

たということが一つ、それからもう一つは、日本設計さんの最終の報告に当たって、43億何が

しかの金額が出た折に、この金額であれば新築できる可能性もあるという参考意見が出てまい

りました。３次の委員会も12月議会までが私どもの任期でありましたので、新築の可能性とい

うことについては検証とか検討もする時間もなかったということがありまして、委員会の中で

は時間切れというような状況になってまいりまして、言えば、耐震改修及び一部増築案の方向

性を一本にまとめると新築の可能性があるという部分についての検討がなされなくなると、そ

ういう意味で、執行部に対して縛りを入れないほうがいいという委員会のお考えで、あのよう

な最終の報告書になったというふうに記憶しております。 

 そういうことで、これは私の今の意見が、認識がどうかと思われる委員もおられると思いま

すが、３次の委員会の中には桑田委員も伊藤委員もおられたわけですから、今、私が言った方

向性を示さなかったという根拠、これについて異議があれば御意見を聞かせていただきたいと

いうふうに思いますし、それから、２つ目の文言の中に、市民のため将来展望を持った責任あ

る議論を進め、市庁舎整備の方向性を固めることであると、事業を決定する権限とその責任は

市議会にある。これは当然そうだろうと思いますが、議会としては、全て予算も計画も練るわ

けじゃない。やはり鳥取市のほうが明確な方向性あるいは計画、予算というものを我々議会に

提案をしていただかなければ、我々議会も最終の判断をお示しできないと。議案が出てこない

のに、我々議会が全てを決めるということには相ならんわけですから、私、陳情で出された思

いというものはよく理解はしますけれども、これは特別委員会に出していただくというよりは、

竹内市長のほうにこの陳情というか、それを出していただきたいぐらいの思いで、この陳情書

を読ませていただきました。 

◆中西照典 委員長 それで、陳情に対しての、どうされるかということをちょっと言ってくださ

い。陳情は、この扱いをどうされるか。これから採決する上で、橋尾委員はどの態度でされる

かっていうのは、討論まで置いとけばいいけども、どうされるかっていうのはまだじゃあ、示

されませんね。採択、不採択、継続とかいろいろあるわけですわな。そういうのはまだ、一応、

今のお話のとこで、じゃあ、切っとけばいいですか。 

◆橋尾泰博 委員 はい。 

◆中西照典 委員長 では、その他の意見。 

 桑田委員。 

◆桑田達也 委員 このたび提出をされましたこの陳情の要旨といいますかね、この本意というの

は、私たち議会の決定権なり権限、責任、そうしたことに対して、この陳情者は市民の代表た

る議会として責任を持って、また、その権限をこの庁舎整備に対してしっかりと議論を尽くし

た上で示していただきたいということが本意だろうと思います。 

 それで、先ほど橋尾委員のほうから、るるこの３次の特別委員会での委員長報告も含めて御

説明があったと思うわけですけども、経緯とすれば、先ほど橋尾さんがおっしゃった、この２

号案の検証した結果ということと、その後に、なぜこの２号案ではできないのか、そのことも
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市民に議会として示したその２号案がなぜ案のままではできないのかということも、３次の特

別委員会では長きにわたって調整をしながら議論を深めて、そして、この委員長報告にまで結

びつけた背景があると思います。ですから、まずは、なぜできなかったのかと、２号案が。市

民に示した２号案がなぜできなかったのかという、そこの部分を欠落したままで、今、橋尾委

員がおっしゃられたその理由というのはちょっと私は説明としては不十分ではないのかなとい

うふうに思うわけであります。さらに、この日本設計がそうした上で、じゃあ、どうすれば議

会として示した２号案が実現できるのかということにまで踏み込んだ結果、先ほど委員がおっ

しゃったように、新築までできるというようなところまで進んだわけであります。ですから、

一つ一つ、この３次の特別委員会での議論というのを正しくこの経過を認識をしながら、私た

ちはこの陳情に対して、この文面を読んでいかないといけないというふうに思うわけですけど

も、結論から言えば、私は、先ほど申し上げましたように、市議会に対してその権限と責任と

いうものを求めている、そして、一日も早くこの安心安全の庁舎整備に対して結論を出すよう

にという、そういう陳情でありますから、私は採択がふさわしいというふうに思います。 

◆中西照典 委員長 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 今、桑田さんのお考えを聞かせていただいたのですけれども、例えば、日本設

計が新築できる可能性があるということが参考意見として出されました。新築できるという報

告ではないわけですよね。可能性がある。それから、当初の案では実現ができないという報告

書を取りまとめました。この住民投票にかけたのは、概算の積算で住民投票にかけたわけです

よね。それで、計画条件をつけていろいろ議論をして、当初の住民投票にかけた計画も一つの

基本として、特別委員会の中でいわば設備の問題であるとか法に基づく追加工事、これらも入

れて計画条件をまとめてやりましたよね。それで、具体的には３つの実現できないという取り

まとめをしました。これは当初の案ということで、変更案をつくったわけですけれども、じゃ

あ、その変更案であれ当初の案であれ、概算で設計もしてない状況の中で、じゃあ、できる工

法を検証したかっていったら、してないわけですよね、時間切れで、できてないっていうこと

なのですよ、現実は。だから、そういう時間切れのこともあって、それから執行部に対してい

ろんな検討の幅を持たせるという意味で方向性を示さなかったという、私は認識でおりますし、

桑田委員は、私が今、言っている、方向性を示さなかったという、議会がという文言がこの陳

情書に入っているわけですけれども、それが示さなかった、あるいは、何ていうのですかね、

１点に報告書を取りまとめるということは執行部に対して検討する幅を持たせようということ

で、あえて委員会の中では幅を持たせたような最終報告に取りまとめたという、私は認識でお

りますけど、桑田委員はどう考えておられるかな。 

◆中西照典 委員長 ちょっと待ってくださいよ。今、これ、委員間討議になっているのですけど、

当初、言いましたように、委員間討議と言うなれば動議を出してもらって、あるいは委員長が

出しゃいいのですけども、じゃあ、委員長が出しましょうか。 

 委員間討議をこれから行っていいですか。一応、採決を求めるようになっていますので。ど

うですか。よろしいですか。挙手をお願いします。 

挙手多数 
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◆中西照典 委員長 じゃあ、成立しました。 

 委員間討議ということで、じゃあ、桑田委員、先ほどの。 

◆桑田達也 委員 私は、さまざまな、橋尾委員がこの特別委員会でも言われるのですけど、議会

として公式な形で市民に示した文書というのは、橋尾委員長のもとで作成をされた３次の、昨

年の12月のときに示された橋尾委員長の特別委員会としての報告書、これが全てであるという

ふうに私は思っておりまして、その幅を持たせたと今、おっしゃられるのですけども、しかし

ながら、結論とすれば、鳥取市議会３次の特別委員会とすれば、市民に示した２号案について

はその内容では不十分であり実現ができなかったということはまず一つ。そして、委員会とし

てもじゃあ、その実現ができない案のままでは議会としても示すことができないわけですから、

検証もしてきた結果、先ほどおっしゃったようにこの調整会議も行い、日本設計としてその２

号案を実現できる方向ですれば新築にまでできますよというような結果も踏まえて、最終的に

特別委員会とすれば、市民にやはり一日も早くその結論を出していく上で、執行部のほうにそ

の案の取りまとめを任せていくという、そういう方向性になったじゃないのですか。私はそう

いうふうに委員長報告として理解をしております。 

◆中西照典 委員長 有松委員。 

◆有松数紀 委員 委員間討議ということになりましたけども、もう討論も含めてみたいな思いで

私は言わせていただきますけども、先ほど来、この陳情の中の中段のところ、３次の検証結果

といいますか、そういった部分に関して橋尾委員のほうは大分思いが違うというような御意見

だったというふうに解釈をして私の考えを言わせていただきますけども、一般市民の方からす

れば結果的には最終、橋尾委員長が言われた報告が全てなのですよ。内部的にはこうだった、

こうだった、こういう思いだったということは、委員の中ではあったかもしれません。ただ、

最終的に一般市民の方々に通ずる部分は橋尾委員が言われた言葉そのものですよ。そのものを

受けて、そのときにもおっしゃいました、足かせをしないようなことで執行部に返したという

こと、これも事実だと思います。これ、市民もそれを額面通り受けとめた中で、今、提案がな

されておると。 

 伊藤委員も少し言われました。住民投票の結果をなぜ尊重してその提案をしてこないのだと

いう形を言われましたけどね。結果的には執行部はどういった形で提案をしなさいということ

をボールを受けて、４つの提案を公平に、現時点ですよ、出して比較検討もできるような体制

にして、この中で我々はこの案が一番適切だと思いますと、市民のためにも一番勧めたい提案

ですということを今、提案をしている中で、我々はそれが本当かどうかということを検証して

おるわけで、この部分は一般市民には、最近から、前回からですか、ケーブルで放映されたと

いう状況ではありますけども、報道関係、聞いてでも全く議論が進んでいないじゃないかとい

うことに映っているわけですよ。だから、これは改めてその今までの経過がどうのこうのでは

なしに、この額面通り、きちんと我々本当に前に進める議論をしましょうよということで、私

は賛成以外何もないと。ごたごた我々が理屈をこねる必要はないのだと。そういうふうに映っ

ている陳情を厳粛に受けとめるべきだということで、私は賛成の立場で思いを言わせていただ

きました、討論には入っていませんけど。以上です。 
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◆中西照典 委員長 委員間討議の最中で。 

 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 この陳情趣旨を読ませていただいて、それで、私は、結果として市庁舎整備の

方向性は示されなかったっていうことが書かれてあるということに一つ、やはりここの認識の

違いっていうのを感じましたし、幾度かこの委員会の中でもその住民投票の考え方、受けとめ

方、そういったことだとかを言ってきましたけども、やっぱり議員の中でも相違があると、共

通認識が持たれてないわけですよね。この方向性に至っても、受けとめ方、考え方が違ってい

る中でこのような陳情が出てきて、しかも、方向性は示されなかったという市民の受けとめで

すよね。こういうものが趣旨として出されていて、私は本当に正直これ陳情の審査なんかする

以前の問題で、まず議会がそこの認識をちゃんと議論をして共通認識持たないと、いかなる陳

情が出てきても審査できないだろうなっていうふうに思いました。 

 それで、私の考えとしては、方向性は示されなかったっていうことはなくて、あくまでも住

民投票の結果を尊重してっていうのはここでの耐震改修だと思っていますし、それと、あと、

橋尾さんが第３次の特別委員会のことを先ほど話されましたけれども、幅を持たせているよう

な、そういったようなことを言われましたけど、私は本当にあくまでも耐震改修しかないとず

っと思っていますけども、でも、百歩譲って、足かせをしない、そういったことで執行部に返

したとしても、新築移転ということはどの委員の頭にもなかったはずだと私は思っています。

だから、全体構想で４つの案、全て網羅して出されたって有松委員さん言われましたけども、

私としては、もしそれで出てくるのだったら新築移転の案はなくて、ここの場所でのどうして

いくかっていう案で出てくるのなら、まだわからない話でもないけれども、やっぱりこの新築

移転っていう話も出てきているっていうことは全然ちょっとおかしいなと思うし、それと、あ

と、その次のところで、昨年11月に全体構想素案を取りまとめて市が市議会に提示しているけ

ど進展はなくと、我々のもとには市庁舎整備の前進に期待する声が多く寄せられているって書

かれていました。いろいろ意見を聞いていると、本当に純粋に議論を進めていってほしいって

いう市民の思いだっていうような意見もありましたけれども、私はこれを読んで受けとめたの

は、全体構想を取りまとめられていますけれども、この全体構想の中のところで４つの案が出

されていますけれども、18ページに、結局、その比較検討のまとめとして、市が最も望ましい

と考える整備内容は整備案１ですと、そういうふうに明確に書かれているわけですから、私は

この陳情は、確かに陳情項目を見れば早期に取りまとめてくださいという、誰もがそうだなと

思うようなことで書かれていますけれども、やはりそれはあれじゃないかな、全体構想の中で、

市は整備案１がええって言っているのだから、それをやってほしいというような願いが込めら

れていると私は受けとめましたので、こういう陳情には、申しわけないですけれども、賛成は

できません。 

◆中西照典 委員長 寺坂委員。 

◆寺坂寛夫 委員 私は、伊藤委員の話ですけど、この住民投票のことをずっと言われますけど、

この住民投票の段階での２号案、非常にこれは建築的な概算費用、そういう面が重要視された

新築に対しての耐震工事ということだったわけです、20億というのが出ましたけど。非常にそ
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のままでは実現できないということで、その中でいろいろ検証していけば、やはり１つも２つ

も３つもまだ段階を上げて住民サービス、それとかまちづくりもありますわね、それと工期の

問題、それと全体的なあらゆるバリアフリーとか、この庁舎の機能改善とか、それもあらゆる

面の専門家委員会で、条例でいろいろ専門委員会にかけたわけですよ、議会として。それはな

ぜか、一歩も二歩も三歩も踏み込んだ、喫緊であるこの庁舎問題、実現できないとか、そうい

う耐震とかよりもまだ重要な問題があるのだということで、これまちづくりの上でもそうです。

鳥取市は、この庁舎、市民、職員もそうですし、この問題をいかに早く解決するためには今、

この全体的に市民を代表された自治会、連合会、出されております。これはあくまでも全体構

想、素案、議会（聞きとり不能）ずっと一向に進まないという状況で、進めてくださいと、１

号案にしなさいというわけではない、どんどん進めなさいという格好ではない、本当議論して

どんどん先に進めてくださいという要望ですので、陳情、これはきちっと賛成すべきもので、

喫緊の課題、市民の安心安全、これは絶対大事なものですので、これは賛成してどんどん進め

なければならない問題だと思います。 

◆中西照典 委員長 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 早期に進めなきゃならんというのは全員同じ思いですよ。これは全員一致だと

いうふうに思います。それで、例えば、専門委員会、条例に基づいて設置しました。でも、専

門委員会も方向性を示さなかったわけですよ、結果として。でしょう、現実は。それで、専門

委員会で議論されたことを推進本部が設置されて、その中で議論されて、この全体構想が出て

きた。それで、この陳情書の中にも、市議会は住民投票を実施したもののというような表現も

あります。本来、議会が決めるべき話だけども、議会で決められない。それはなぜかというと、

地方自治法の位置条例が大きな壁になっとるわけですよ。この位置条例というのは、市長も提

案できるけども、我々議会でも提案できるのですよ。でも、議会が提案してないということは、

３分の２の賛成が得られないわけでしょう。本来であれば、鳥取市が日本設計に基本計画もつ

くってもらい、金額も決め、場所も決め。なぜ位置条例出されんのですか。 

◆中西照典 委員長 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 いやいや。 

◆中西照典 委員長 ちょっと、言っていること、はやまとめてくださいよ。 

◆橋尾泰博 委員 いや、現実のところ、皆さん同じ認識に立ってもらわないと同じ議論になるか

ら、あえて言わせてもらうけども。だから、議会で結論が出せない、議案も出てこない、その

中で市民の皆さんが住民投票求めたわけでしょう。住民投票というのは直接民主主義ですよ。

その結果が出ておるのに、それで、第３次の報告書でも、住民投票の結果を尊重し、市民の皆

さんの意見を聞きながら今後も調査研究を続けていくという報告書にしとるわけですよ。住民

投票の以前だったら、新築あるいは耐震改修っていう議論はありましたよ。だけど、住民投票

をやってから今日まで、新築の議論なんかしていませんよ、我々議会は。それをあえて執行部

のほうで、今までの経過を踏まえて、このたびの全体構想の提案をされるのであれば、私はこ

の４月に行われる市長選、どなたが市長になられるかわかりませんよ、でも、やはり大変急ぐ

問題であるから、やっぱり次の市長には初の議会で位置条例を出してもらいたい。そうすれば、
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今の全体構想の４つの案でも２つに絞れるでしょう。それのほうが問題解決促進できますよ。

私はそういうように思っています。 

◆中西照典 委員長 有松委員。 

◆有松数紀 委員 この特別委員会の役目は市長には関係ないですよ、我々の認識は、私の認識は。

議会は議会独自の判断で庁舎のあり方はどうだということを検証しておるというふうに思って

いますよ。だから、先ほどから位置条例のことを言われますけど、位置条例が議会の中で可決

するしないという問題は別問題です。市民のために有益な庁舎はどうある姿かということを

我々は示すということ、全然関係ない話ですよ。その今４つ出とる中で、執行部は１案だとい

う話を出していますよ。ただ、我々は選択肢がそこに絞られとるわけではなく、この４つの中

の案を一応検討の基本として、どういったことが本当に市民のためになるのかということを

我々は検証しなければいけないということで、この４次の特別委員会はスタートしておる。こ

の議論が市民の皆さんには全く前進する議論になってないということ、このことを言っている

というふうにこの陳情の中身を私は解釈しているのですよ。一々今までの３次の状況がどうの

ということをこの陳情者は言っているわけではないと。まして、伊藤委員が言われたけども、

住民投票の結果はどうだということで、その部分のことがうたわれてないというような話をさ

れましたけども、一般市民の方々はそういうことを言っているのじゃなしに、この４つの案が

出ているじゃないかと。この議論の中でいつまでこの方向が示せないのだということを言って

いるというふうに私は読み取っています。違ったら反論していただきたいと思います。 

◆中西照典 委員長 ほかの人はどうですか。 

 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 いろいろと意見は出ているのですけど、私はこの陳情項目に対して審査をする

べきだというふうに思いますし、大枠でいえば、陳情趣旨に対しても、これは当たり前のこと

が書いてあるというふうに思っております。橋尾さんが言われたように、間口を広げておくと

いうこともあったでしょう。そして、市が明確な方向性を出してもらわないと困るということ

もあったでしょう。それについて、今、この審査をやっているわけですから、これはこれでこ

の審査を進めるべきだというふうに思いますよ。市民の思いとしては、やはり書いてあるとお

りだというふうに理解すれば、素直にこれを受け取るべきだというふうに思います。やはりこ

れだけ長くなると、市民のほうからは、市議会って何をしているのだと、どっちにするか早く

決めてほしいと、これが本当に素直な市民の気持ちだと思いますよ。だからこそ各団体が連名

で同じ文面で出してきておられるということだろうというふうに理解します。だからこの陳情

というのは、もう採択をして、我々も議論を急ぐべきだというふうに思います。 

◆中西照典 委員長 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 先ほど有松さんのお話を聞かせていただいたのだけども、我々、市庁舎整備が

どうあるべきか、これは議論するべきだろうというふうに思います。思いますが、住民投票を

やった経過、それから今日までの流れの中で、先ほども言いましたけど、住民投票をやった後、

やっぱりその住民投票の結果を尊重した議論をやってきとるわけですよ。それで、この陳情書

の文面の中にも、事業を決定する権限とその責任は市議会にあると明確に書いておられる。じ
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ゃあ、我々議会が議会の意思を明らかにするっていうのは、どこでするのですか。我々が意思

を明らかにするのは、執行部が提案する計画、予算でしょう。それに対して議会として意思を

出すわけでしょう。議案も出てこないのに検証ばっかりして何がまとまるのですか、お互い意

見が違うのに。 

◆中西照典 委員長 有松委員。 

◆有松数紀 委員 議案が出てないから前に進まないという話でよろしいでしょうかね、執行部は。

（発言する者あり）橋尾委員が言われたとおりの思いで私はいます。庁舎がどうあるべきかと

いうことを議論すればいい、我々はね。そこですよ、違いますか。文面が違うというふうに言

われるから何かおかしいように、私は理解が十分できてないのかなと思うのですけども。執行

部が提案しないから話……（発言する者あり） 

 今までの経過というのは、中間報告を……。 

◆中西照典 委員長 ちょっと待ってくださいよ。橋尾委員、ちょっと人の話しているときにそう

いうふうに言わないで、終わってから手を挙げて言ってください。 

◆有松数紀 委員 続けていいですか。 

◆中西照典 委員長 有松さん。 

◆有松数紀 委員 執行部が提案してこないというふうな発言もありました、議案としてというこ

とでしょうけど。ただ、執行部は我々の３次の最終報告を受けて、専門家委員会はもともとか

ら結論は出さないよと、いろんなパターンがある中でいろんな機能とかそういった部分を検証

していこうと、そこまでが我々の役目だということを踏まえて、その議論を踏まえて、結果的

には執行部は４つの案を提案してきた。決して住民投票の結果を無視して、そういう部分の提

案をないがしろにして提案してきているわけでもありませんし。なぜその中で議会がこの４つ

の案の中の本当に正しい方向はどうだということが示せないのかということをこの陳情は言っ

ておられると私は解釈をしております。ですから、我々がぐだぐだ言う必要はない。確かに進

んでいないということを真摯に受けとめて、この文言にも入っております、真摯に受けとめて

という、まさにそのとおりだろうと思います。 

 私の考えとしては、この定例会の中ででも本当に、委員長に中間報告でも一歩進んだ報告を

していただきたいのを切望しております。そういった思いで賛成するのが妥当な考え方だと私

は思っております。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 皆さん何度も言っておられますけど、検討を進めないかんと、これは共通理解。

ただそのときに、新築移転案が最も望ましい案だという、先ほど伊藤委員が指摘された部分で

すが、ということを前提にして、前提というか、それを基底に置いて示されているこの全体構

想案をもとに進めていくということについては、まさにこれまでの経過に鑑みて、私たちは、

私はそれに納得することはできないと。まさにこの４つの案をベースにしてということではな

い整備の検討については、それは大いに検討しなければならないじゃないでしょうか。そうい

うふうに思っております。 

◆中西照典 委員長 有松委員。 
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◆有松数紀 委員 この４つの案以外の中では検討の余地があるというようなことでよかったで

すかね。（発言する者あり）ちょっとニュアンスが違いますかね。 

 私は今までの議会の中で方向を出せてないのが議会の今までの検討だと思っています。です

から、いろんな条件を執行部に出させて、今やっと出てきているのが４案だと。執行部の考え

方は、１案がいいじゃないでしょうかと言っているわけで、これが大前提という話ではないで

す。我々はそれにとらわれる必要は全くないという中で、本当にこの４案の中で議会の検討を

した結果はどうだということを市民は待っておるわけですよ。違いますかね。何かそこら辺が

非常に曲がって聞こえるのですけどね。 

 それと、条件なしで考えることには余地があるみたいに私は受け取りましたけども、議会が

そんなことをできますか、何の条件もないようなところから、一から素人の集まりがね。そう

いう部分を公平に比較できるように今資料を集めてきたのが、今の４案でしょう。それが検討

できないのだったら、議会の特別委員会なんて何にも前に進みませんよ。そういう思いで私は

言っています。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 議会の私たち自身がみずからの手で基本計画あるいは全体構想を示すという

ことは、それは難しいでしょうと、それはおっしゃるとおりだと思いますね。だからこそ私た

ちはどういう形であれではなくて、無条件ではなくて、まさに前の特別委員会での議論やそこ

の特別委員の方々の思いはいろいろあったかもしれないけれど、まさにこの最終報告で出てい

るものが特別委員会の考え方なわけで、それは先ほど有松委員がおっしゃられたとおりで。私

はそこに住民投票の結果を尊重してということが、私はそれが一番基底にあるものだと思って

おりますから、まさに住民投票の結果をもとに執行部が基本計画を早急に出していく、それを

踏まえながら議会はそれをちゃんとチェックしていく、審議していく、議会の意思を示してい

くというのが我々議会の役割ではないかということを一貫して私は申し上げておりまして、無

条件で執行部に投げ出して、執行部が出してきた新築移転案を議論することが公正なやり方だ

とは考えておりません。 

◆中西照典 委員長 それぞれの意見、この意見は絶えず平行線です。それぞれの思いがあります

し、当然議員一人一人の思いの中で議会が同じことを思っていくというのは今までの経験値か

ら何回も、今回20回ですか、経る中でもその点についての歩み寄りはなかなか得られませんの

で。ほっていくわけにもいきません、まずはこれを、一旦ここで委員間討議は打ち切らせてい

ただきますけど、どうですか。まだありますか。 

 じゃあ、桑田委員。 

◆桑田達也 委員 私は一つ一つ、やはりこの第４次の特別委員会に課せられた責任というのは本

当に重いと思っていますので、これまでの議会の私たちが歩んできたその経過もしっかり踏ま

えた上でこの議論を進めていかなければ、また第１回とか第２回とか第３回の特別委員会に返

るような議論の仕方ではいけないというふうに思います。 

 それで、この専門家委員会の設置においても、やはりその目的ということも私たちは認めた

上で専門家委員会の設置を了としているわけですので、その専門家委員会の方向性を示すとい
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うことではなくて、今までのこの議会の議論を踏まえて、経過も踏まえて、専門家の見地で、

今後鳥取市にふさわしい市庁舎のあり方ということをまさに専門家の立場で議論をされ、それ

を執行部に答申をし、そしてこの推進本部で今度は市の職員の皆さんがそれぞれの立場でこの

第３次の特別委員会でも踏み込めなかった深い部分の庁舎の機能のことについてもさまざま議

論されて、まさにこの計画の前の全体構想案にまで高めてきているわけです。そこのところを

私たちが今どのように検証し、認めるべきところは認め、この陳情にあるように早くその結論

に導いていくのかということが大事なわけですよね。 

 それで私、先ほど橋尾委員のほうからあったのですけども、もう一度私は整理する上で、第

４次の私たちの今の特別委員会というのは、３次の橋尾委員長の最終報告から私はスタートと

していると思っています。これは異論ないところだと思いますから、改めてそこの文面のちょ

っと要旨を確認しておきたいと思うのですけども。橋尾委員長は最終報告で何をおっしゃった

かというと、この７カ月、26回の特別委員会をやって、そして５回の調整会議、日本設計との

調整会議も行って、議論を重ねての最終報告だと、このようにおっしゃっておられるわけです。

そして日本設計と計画条件の内容確認など、十分な議論を重ねる中で、２号案の条件では実現

困難な課題があることが示され、そのままの条件では工期、費用が算出できないことが明らか

になりましたと。そして、２号案を実現可能にするための条件を一部変更した案ではというふ

うに書いてありまして、そして先ほど橋尾委員が言われたけども、参考意見、新築の可能性が

あるという参考意見も示されましたが、これについても意見はまとまりませんでした。委員会

としてはまとめることができなかったわけです。調整会議でも橋尾委員長が随分、その２号案

の実現性に向けて、どうすれば、あの20億ぽっきりと言われた、結さんが示されたあの２号案

についてどうすれば実現できるかと一番質問されたのは橋尾委員長だったじゃないですか。そ

の橋尾委員長のその質問のもとに、その調整会議、日本設計、一つ一つ丁寧に答えられて、そ

してこの参考意見だけども新築の可能性があるよというところまで、これは附属のようなこと

でしたけども、そういう案まで示したというわけです。 

 ですから私たちは、結論から言えば、私たちが示した、議会が示した２号案は実現不可能で

あった。その２号案の可能性を深めていけば新築もできるだけの予算になってしまうというと

ころで私たちは議論を終えざるを得なかったということだと思うのです。本当に橋尾委員が新

築のところまで踏み込めなかったと先ほどおっしゃいましたけども、新築のところまで私たち

が本当に踏み込めるだけのその材料を持っていたかというと、なかったと思いますよ。その上

で最終的に住民投票の意思を尊重し、そして私たちはこのように第４次の特別委員会を開いて、

そして専門家委員会、そしてこの執行部の庁舎の推進本部ですか、そういう議論を踏まえた上

で出てきた、まさにこの全体構想を今、議論をしているわけですから。そういう経過を踏まえ

て、今回のこの陳情は出てきているわけじゃないですか。私は、よくそういう経過をというの

はごらんになった上での提出者の意見だと思いますし、この自治連合会を初め、先ほどプロジ

ェクターに示された多くの、まさに市民を代表されるこの会の方々が連名で出されている、そ

れは個人個人の意見ではなくて、それぞれの会の皆さんの意見集約をして、市民の代表として

こういう陳情を出されていると。その結論は早く議会の権限と責任をもって、この庁舎の方向



22 
 

性を示してくださいということですから、私はもとに戻る議論はする必要もないし、これから

どのように市民の皆さんのために前を向いた議論を進めていくのか、そこのところをはっきり

と私は認識をして、この陳情を私は採択すべきだというふうに思います。 

◆中西照典 委員長 ちょっと待って、椋田さん、さっき手を挙げた。 

 じゃあ、椋田さん、どうぞ。 

◆椋田昇一 委員 この陳情書にある議会の責任と権限でもってというここですけど、私が言うま

でもなく地方自治というのは二元代表制でありまして、その中において市長と執行部と議会が

あると。じゃあ、それぞれの権限と責任というのは何なのかと、こういうことですよね。二元

代表制にもとにおいて全て議会の側に権限と責任があるのではなくて、だとすると、この陳情

書では何をと言っているのかと。事業を決定する権限とその責任は議会にあると。この事業と

いうのが、先ほど橋尾委員の御意見とも関係してくるかもしれませんが、議案であればそれは

もう明確ですよね。しかし、この事業というのが非常に曖昧で、これはこの陳情に限定したこ

とではなくて今後にもかかわる点ですから、ここを曖昧にしては私は理解しがたいですね。こ

のあたりはどう考えておられるのですかね。私は何かもう一つ意味が理解できない、この事業

ということですね、どうですかね。 

◆中西照典 委員長 どうですか。ちょっと私のほうから、私は、今それぞれの文言を問題にして

おられます。それはそれで進めないといけませんけども、要はこの陳情書が全体として我々が

採択するのか不採択なのかということでありますので、この一つ一つを追及してということに

なるとかなり大きな時間とあれが要りますので、その辺の事業ということに関して以外にも、

やはりそれぞれの中で理解していただかないと、これがどうですかってなると問題ですけども、

私は全体としてのとこでこの陳情書をしていただかないと、これ出された方もどちらかいうと

素人ですんで、全くの欠陥があるものを取り上げろとは私は言いませんけども、その辺のとこ

はしんしゃくしていただけたらと思いますけど。 

 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 委員長の御意見に関連してですが、私は一般論としてそれ賛成ですわ、今の委

員長言われたのね。しかしこれまで、少なくとも私が市議会議員になってから取り扱ってきた

請願や陳情の審査においては、文面審査だということでもって一言一句をいいだ悪いだという

議論があったので、それが改革、修正されてないもとにおいては、その議論の延長の議論をし

ておるということであって。しかしその点については、この陳情だけで変えるということにも

ならないでしょうし、この庁舎の特別委員会だけ変えるということにならないでしょうし、こ

れからの鳥取市議会としての陳情や請願というものをどのように取り扱い、対応していくかと

いう、まさにある意味議会改革にもかかわる点だと思いますが、そういう方向を、今、中西委

員長が言われたような方向で改革されるとなれば、私は大賛成です。しかし、きょうこの場に

おいてはその議論にはなりませんので、先ほどの意見を提起させていただいておると、こうい

うことであります。 

◆中西照典 委員長 有松委員。 

◆有松数紀 委員 文面審査という言葉が出ました。私は文面審査をする、その基準に従って判断
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をするにしても、市庁舎整備の方向を固めることである、これ前段がありますけれども、事業

を決定する権限とその責任はということが先ほど来出ていますけども、事業、これ当然議会が

議決をして前に進めるということであって、議会が認めたということの責任はおまえたちにあ

るのだということを示しているわけで、この一言一句、何ら私は疑問に感じるものではないと

いう思いで賛成をいたします。このことに対して何か不思議なことがあるのかなと、逆に感じ

ます、事業としてね。 

 これ、議案としてというばかりではなしに、議案にかかるまでに今執行部は我々にこういう

条件の中でこういう結論に至りましたということを提案しているわけで、それを我々特別委員

会としても議会の方向を示す。これは１号議案を賛成するということではないのです。特別委

員会としては、執行部は１号議案と言ったけども、２号案だということがあるかもしれません。

それはそれで市民としては議会の責任として早く議会の方向を示しなさいということを常にこ

の文言の中から私は酌み取って賛成という立場で言っているわけで、このことに何も、文面審

査をしても問題はないと思っています。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 この事業というこの文言の理解の仕方、有松委員はそのような理解でしょうが、

それは有松委員の理解であって、必ずしもそういう理解にはなっていない。 

 そういう意味でいいますと、やっぱり一つ一つの文言なり文章の解釈の問題が後で後々に起

きてきて、あのときには賛成したけど、あのときには反対したけど、自分はこういう理解だっ

た、私はこういう理解だったというようなことになってはいけませんから。そういう意味で、

私は全体的にも、これは先ほど来私が申し上げている意味での執行部の全体構想をもとにした

議論の促進ということであれば、それは賛成できないと。つまり、市庁舎整備の議論を進めま

しょうということについては、私も含めて皆さんの共通理解だろうと。しかし全体構想を前提

にしてそれを、その議論を進めてくださいということにおいては私は賛成できないということ

で、このあたりも、いや、全体構想のことが前提になっているとかなってないとかという解釈

問題が後で出てきたらいけませんので、そこがはっきりすれば私は賛成できるかもしれないし、

やっぱり反対ということを堅持しなければならないかもしれないし。そういう意味においても

非常に曖昧な点があって、このままでは賛成できないなというのが私の理解の仕方であり、意

見であります。 

◆中西照典 委員長 ほか、ちょっと待って、じゃあ、橋尾さん。 

◆橋尾泰博 委員 よくこの特別委員会で議論しておると、もとに戻るような議論は云々という言

葉がよく出てくるのだけども、さっき桑田委員さんがおっしゃったように、第３次の報告書の

ことをお話しになられました。要は議会が本来決めるべきことを決められない、議案も出てこ

ないし、新築だ耐震だという意見が２つ出てきて一本化できない。その中で市民の皆さんが提

案をされて５万人以上の署名が出てきて、これはもう無視できないということで議会として住

民投票をやった、最終判断を仰いだ、それを受けて第３次の特別委員会をやった、それで先ほ

どの報告書を出されたけども。当初の案ではできないけどもということで、２号案の形を崩さ

ない形で、まだ設計も何もやってない概算の段階ですから、それで変更案をつくった。が、耐
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震改修及び一部増築案が実現不可能といったらできるわけですよ、工法を変えれば。それで、

その中で最終報告の段階で日本設計が新築の可能性もあるという意見が出て、これは我々特別

委員会が発注をした業務ではないけども、向こうの参考意見として出てきた。それが我々も12

月までしか任期がなかったわけだから、もう最終報告しなきゃならんと。それであのような最

終報告になった。それでもやっぱり住民投票をやったという現実はあるわけですし、市民の皆

さんに最終の判断を仰いだこの重みというのを私は覆すということは、非常に法に趣旨からい

って無理だろうというふうに思っています。 

 だから、この方向性を示されなかったという言葉の中に、やはり現在地での耐震改修及び一

部増築案、それから現在地での新築の可能性があるという、その２つの案の中で１つにまとめ

ると執行部は動けないからという形でああいう最終報告書を取りまとめたという、第３次の委

員の皆さんの総意だというふうに私は理解しています。そういうことであるなら、やはりこの

全体構想で４つの案が出てきましたけども、市のほうも４つの案を出してきた、専門委員会と

しても最終の方向性を出していない、今、議会も議論しておるという状況の中ですから、やは

り、何ですか、反対に全体構想が出てくれば、また新築の議論と耐震の議論と両方で議論して

いく、それこそ私に言わせればもとに戻る議論はやめてほしいという議論が出るけども、はる

かに住民投票の以前の話に私は皆さんが言っておられることが、私にはそう感じるのですよ。

だから、１つずつ事業をクリアしてきとるわけですから、その住民投票の結果を尊重していく

中で、やはりこの解決策を図っていくというのが私はベターだろうというふうに思っています。 

 そういう意味でこの陳情の内容、思いとしてはよく理解するのだけども、一番最初、冒頭に

言いましたが、これは議会だけに出される陳情でなくして、やはり鳥取市長にも出していただ

きたいという思いが、この自治連の会長の池原さんですか、この方にそういうことも委員会の

考えとして出していただきたいというふうに思います。 

◆中西照典 委員長 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 この陳情のことですけども、聞いていますと住民投票にさかのぼって耐震じゃ

ないと話ができないということであるのならもう話は進まないわけで、この特別委員会の存在

意義もなくなってしまうというふうに私は思うわけですね。そしてその中、やはりこの特別委

員会、前回の特別委員会を受けてやっているわけですけども、議長もこの特別委員会が始まる

前に執行部の提案に対して我々が審議する、通常の審議の形に戻してやっていただきたいとい

うようなことをおっしゃっておられますし、そういうことであれば４つの提案、これを審議し

ていく、その中で、これはいいじゃないか、これはまずいじゃないか、だから耐震がいいのだ

という判断になればそれはそれでいいというふうに私は思いますし。まずはこの提案を審議し

ていくということがやはり一番大切なことじゃないかなというふうに思います。そういう意味

でいえば、この陳情趣旨を酌み取って早く通常の形に返して、この素案を審議していくという

形に戻さないと、ＣＡＴＶ見ておられる方もこういう議論を延々と続けられたら、見る気なく

なってしまいますよ。そういう意味でもやはりこれはこの辺で打ち切って、次に進めるべきだ

というふうに思います。 

◆中西照典 委員長 それぞれの意見はあります。この意見は全体で合意というのは、これは以前
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からも言っていますけども、なかなか難しい問題であります。思いが違いますしね。ですから、

これをずっとそれぞれの意見を述べていただくというのは余り、皆さんが述べられましたので、

一応ここで私は委員間討議を打ち切りたいと思いますけども、どうでしょう。いいですか。ち

ょっと待ってくださいね。 

 今、私のほうで打ち切ってもいいですかということで、今、賛成、反対をとっているところ

であります。打ち切ってもいいという方は、賛成の方は手を挙げてください。（発言する者あり）

討論です。 

 いいですか、じゃあ、いいですね。じゃあ、一応これで終結させていただきまして、では、

それぞれの意見を申されましたので、それでは討論に入ります。討論。 

 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 この陳情ですけれども、委員間討議でいろんな意見が出されました。それで私

は言いましたけれども、この市庁舎全体構想を取りまとめて市議会に提示しているけど進展は

ないと、前進に期待する声が自分たちのところに多く寄せられているというところを、私は整

備案１を進めてくれという思いが込められているのではないかなというふうに感じていると言

いました。 

 それであわせて、この陳情趣旨のところにも書かれておりますが、25年６月13日にも要望し

たけれども回答は得られていないということがあるのですけれども、この６月13日に出されて

いる要望書につきましては、確かにこうしてほしいという具体的なことは書かれてないのです

けれども、それに添えられているアンケートを見ますと、やっぱり新築移転の割合が高かった

り、あるいは防災機能の充実を求める割合が高かったりと、本当に市のほうが宣伝、広報をし

ているようなところが目につくなと思って私は見ておりますので、やはりこの陳情に関しまし

ては、根底にある思いとしては今、市が示している全体構想の新築移転を進めてほしいという

ふうに願っておられるのではないかなというふうに私は受けとめますので、これには賛成はで

きませんし、それとあと、事業を決定する権限とその責任は市議会にあるというところにあり

ますけれども、住民投票後に第３次の特別委員会に市長は２号案の検証ということで議会のほ

うに丸投げをされましたが、そもそもそれ自体が間違いであって、市の責任を私にしたら議会

に押しつけてきたなと思っているのですけれども、この陳情についてはやっぱりそういったこ

れまでの経過を本当に、私にしたらすごくいろんな意味で誤解をされているなと思っているの

ですね。本当に市長の責任放棄を認めた上での陳情なんじゃないかと私は受けとめております

ので、この陳情は不採択とさせていただきたいと思います。 

◆中西照典 委員長 そのほか。 

 有松委員。 

◆有松数紀 委員 いろいろ言いましたので、もう討論もどこの焦点絞っていいのかちょっと迷う

部分もありますけども、まず、住民投票の結果は現在地耐震化だと、新築の議論なんて今まで

してきてないという意見もいろいろありました。ただ、ここら辺が耐震化に賛成と新築に賛成

の考え方の違いという部分にもあらわれておるというふうに思うのですけれども、私自身の考

え方としては、住民投票の結果というのは当然４万7,000という票があったわけで、その部分に
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関しては、その当時の住民投票の思いというのはそういう部分で現在地耐震化だと……。 

◆中西照典 委員長 有松委員、もう少し縮めて、まとめて言ってください。 

◆有松数紀 委員 それじゃあ、今の執行部が出されている４案は……（発言する者あり）ちょっ

と後にさせてください、済みません。 

◆中西照典 委員長 そのほかに、討論はどうですか。 

 桑田委員。 

◆桑田達也 委員 私はこの陳情は賛成の立場で討論をさせていただきますが、陳情者は市議会の

第３次耐震改修に関する庁舎の特別委員会の議論も踏まえた上で、その耐震改修はできないと

いう結論、それも鑑みながら、そしてその後、専門家委員会、また執行部における議論、そう

いったこともつぶさにこれは公表もされておるわけでありますから、そういったこともごらん

になった上で、この市民の声である市庁舎の整備の前進の期待を込めて市議会の責任ある立場

を表明し、そしてその議論を深めるように求めているこの陳情であることから、何らこれに反

対をする理由はない、賛成しかあり得ないというふうに私は思いますし、また、先ほど橋尾委

員のほうからもありましたが、これまでの議論を踏まえて私たち市議会が一つ一つ解決策を図

っていく、その上でこの陳情はまさに私たちが真摯に受けとめて、これからの議論の糧にしな

くちゃいけない、そういうふうに私は考えておりますので、賛成を表明させていただきます。 

◆中西照典 委員長 椋田委員、じゃあ。 

◆椋田昇一 委員 私はこの陳情は、先ほど申し上げましたけど、全体構想の議論、その４案を示

し、中でも新築移転ということを最もいい案だとするこの全体構想の議論を進めるようにとい

うふうに理解ができるものですから、この陳情には反対であります。（発言する者あり）いや、

今のその新築移転ということであれば、まさにこれ位置条例が必要になってくるわけでして、

今その位置条例が通る見込みは多分ないだろうと思います。にもかかわらず、この新築移転案

が出てくるというのは、私は混迷を深めることはあっても、決して問題の解決の前進にはつな

がらないと、こういうように思います。 

 先ほど申し上げましたけど、二元代表制である市長も、どなたが市長になられようともあと

50日後には新しい市長も出られるわけでして、最大の、私、代表質問でも申し上げましたけれ

ど、市庁舎問題が最大の市長選でどなたが市長になられるのかと、そのことも踏まえながら検

討していくということで決して遅くない。むしろ今、新築移転案を強引に進めることのほうが

かえって混乱を来すというふうに思っております。以上です。 

◆中西照典 委員長 有松さん。 

◆有松数紀 委員 基本的に文言の中に新築移転というような文言は全くありませんし、これは読

み取り方のそれぞれの違いだというふうに思います。文面審査をしても何ら、今の４案の中で

我々がどういう方向に進めているのかなということをもっともっと市民に具体的に進めてほし

いという思いとしかこの文面の中では私は読み取れないということを鑑みますと、全くこのこ

とに反対する理由はないということで、採択という思いで討論とさせていただきます。 

◆中西照典 委員長 寺坂委員。 

◆寺坂寛夫 委員 私も採択の方向で討論いたします。非常にこの陳情問題、これについては議会
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に対する、今の特別委員会が取り組まれておる状況の中で、私、今は市長選挙どうのこうのの

問題ではないと、今の専門家委員会からずっと進めてきて執行部の案を、基本計画案、それで

市議会としてもどんどん何がいいのか、本当に市民のために安心・安全、または経費面、コス

ト面、その（聞きとり不能）十分審議を進めてくださいという、それを停滞するということは

問題があると思います。とにかく議会として、責務として、これはどんどんどんどん新しい方

向といいますか、新しい事業、新事業のこの４つの事業の案で何が市民にとって大切なのか、

大事なのか、それを早急に進めるということで、賛成の立場で討論いたします。 

◆中西照典 委員長 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 やはりこの陳情に関してはもう素直に文面を読むべきだというふうに思いま

す。移転新築案を求めているものではないですよね、読む限りね。これは市民の素直な気持ち

があらわれているものであって、これを採択しない理由はないというふうに思います。 

◆中西照典 委員長 討論をこれで終結させていただいていいですか。 

 それでは、討論を終結します。 

 これより平成26年陳情第２号、市庁舎整備に関する陳情を採決します。 

 本陳情の採決に賛成の方は挙手をお願いします。 

挙手同数 

◆中西照典 委員長 おろしてください。挙手同数であります。 

 よって、委員会条例第15条第１項の規定により、委員長が平成26年陳情第２号、市庁舎整備

に関する陳情に対する可否を採決します。 

 委員長は、陳情第２号について、採択といたします。 

 それでは、採択の理由は、事務局、ここで確認していいですか、採択の理由を。採択の理由

は、陳情書の最後の３行ですね、急がれる市庁舎の整備について、今後も真摯に議論を進め、

市議会として市庁舎整備の方向を早期に取りまとめる必要があるためといたしたいと思います

が、いかがでしょうか。（発言する者あり）よろしいですか。 

 じゃあ、それを採択理由とさせていただきます。 

 それでは、ここで10分間の休憩をいたしたいと思いますので、委員会をしばらく休憩にいた

します。10分間というのは、45分までということにしたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

午後２時 35 分 休憩 

午後２時 47 分 再開 

 

◆中西照典 委員長 それでは、庁舎整備に関する調査特別委員会、第20回を再開いたします。 

 これからは協議事項といたしまして、市庁舎整備の全体構想について皆さんと協議していた

だきますが、先回、ＣＡＴＶが入りましたが、その素案ということについて言葉ではわかるけ

れどもテレビを見ている方には全くわからないというようなことがありまして、このたび庁舎

整備のほうから一応、テレビをごらんの皆さんにわかるような資料をつくっていただきました

ので、まずその説明をしていただきましてから協議に入っていただきたいと思いますので、中
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島次長ですか、では、よろしくお願いします。 

○中島伸一郎 庁舎整備次長 失礼します。そうしましたら全体構想、素案の前提条件とかポイン

トをスライドを使って説明させていただきます。これまで説明してきた内容と重複する部分が

あると思いますけども、御了承のほうをよろしくお願いします。 

 じゃあ１ページ目、ごらんいただきたいと思います。市庁舎整備の５つの方針につきまして

は、平成25年６月に示しました市庁舎整備の基本方針案、それと市民の皆さんから寄せられま

した意見などを踏まえまして、市庁舎整備の５つの方針案を定めております。この１から５で

すけども、庁舎整備を進めるに当たり大前提となる項目でございます。 

 ここに書いてございますけども、市庁舎は、現在及び将来にわたり市民の命と暮らしを支え

る、なくてはならない社会基盤であると。「市民の命とくらしを守る」ことを最重要視し、市庁

舎整備を進める必要があります。この市庁舎整備の目指す姿と方向性につきましては、整理し

た５つの方針をもとに、前回委員会で議論いただいております。本日はこの５つの方針案を踏

まえまして、庁舎整備の内容検討に当たっての前提条件である全体構想（素案）の11ページで

すけども、ここを中心に整理した考え方を説明させていただきます。 

 じゃあ、２ページ目をごらんください。職員数の想定でございますけども、現状、上のほう

にありますように889人でございます。鳥取市の定員適正化計画、素案22ページにありましたけ

ども、これをもとに臨時・嘱託職員を含めた必要な職員数を、下のほうにありますけども863

人としております。人口と職員数との関係につきましては専門家委員会でも議論されておりま

す。専門家委員の委員さんからは、人口減少により何十年か後に仮に職員が減って庁舎にあい

た面積ができた場合の対応はというようなこととか、臨時・嘱託職員数も踏まえる必要がある

というような意見もありました。そのときには市としては職員数は業務内容によっても変動し

ますし、全職員数で考える必要があると。ただ、職員数が減れば、それぞれの建物の状況を踏

まえまして、機能の再配置などにより調整していくことが考えられますと説明しております。 

 では３ページ、お願いします。前回、人口減少と職員数の検討について椋田委員さんから御

質問がありまして、それにつきまして、これは素案22ページにありますけれども、定員適正化

計画の考え方とともに、下の四角でくくっていますけども、今後、人口が減少しても、一方で

高齢化社会が進めば、生活保護世帯の増加や福祉分野の体制の強化、税や税外収入の徴収体制

の強化が必要となり、今後の人口の減少と職員数の減少は必ずしも正比例とならない状況にあ

ると考えられますという文章で説明させていただきました。このときに、この文章は、高齢化

社会が進むことが直接、徴収体制の強化が必要とつなげるのはおかしいという御指摘もいただ

きました。これにつきまして、改めてこの文章を整理したことを、ちょっと考え方のほうを御

説明さしあげたいと思います。 

 ４ページをごらんいただきたいと思います。考え方としましては、今後、人口が減少しても、

一方では高齢化社会が進めば、高齢人口増加に伴う福祉分野の体制の強化が必要となるという

ことと、また、高齢化社会が進めば、出産年齢人口、これが減少すると。この減少に伴う税や

税外収入、これは増収体制という言い方で今回ちょっと直していますけども、増収体制の強化

などが必要となると。こうした体制強化のために職員数を確保することは必要であると。した
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がって、今後の人口減少と職員数の減少は必ずしも正比例にないということを説明しておる内

容でございます。こういった意味をまた今後、こういう視点を修正をしていきたいと考えてお

ります。 

 それと、先ほどの専門家委員会の議論を説明いたしましたけども、下のほうのですね、仮に

将来的に庁舎に余剰空間が生まれれば他の機能等を集約するなど、ファシリティーマネジメン

トの観点で資産活用を行うことも考えられるということもここで考えておることがございます。 

 ５ページをお願いします。それと、敷地の特性と比較ということでございます。素案でいえ

ば23ページになってきますけども、庁舎整備に当たりましては、主要な敷地となる現本庁舎の

敷地、それと駅南庁舎の敷地、旧市立病院跡地について、表の上のほうから敷地の広さである

とか、海抜であるとか、地震が想定される揺れの大きさ、液状化、洪水、津波などの想定につ

いて比較をしております。一々は説明しませんけども、比較した結果では海抜、想定される最

大震度、液状化のおそれ、津波、洪水など、防災上の観点から見ればそれぞれの敷地には差が

ないことがわかります。一方、敷地の面積、あるいは、これ近接道路等の状況から見れば交通

の利便性に違いがあるということも見てとれるということでございます。 

 ６ページのほうをごらんいただきたいと思います。これは先ほどの敷地の特性と比較をまと

めたものでございます。上から、これは駅南庁舎敷地と旧市立病院跡地、これは鳥取駅とかバ

スターミナルに近いということで、また幹線道路が近接して交通の利便性で利点があるという

こと。それと２点目として、旧市立病院跡地は敷地が広く防災体制が強化できるという利点。

それと３番目として、繰り返しになりますけども、海抜、想定される最大震度、液状化のおそ

れ等々の観点ではそれぞれの敷地には差がないということをあらわしております。 

 ７ページをごらんいただきたいと思います。これは全体構想等の前提状況として重要な本庁

機能の必要面積でございます。素案でいえば11ページでございます。本庁機能に必要な面積と

いうような防災機能、行政上機能、議会機能の区分ごとに想定しております。表の上から、一

番上の行政事務機能についてということで、職員１人当たりの面積に想定職員数、先ほどの863

人ですけども、これを乗じて計算するということで、職員１人当たりの面積は、専門家委員会

での議論を参考にしまして、行政機能が類似している特例市の事例を参考に、１人当たり24.4

平米ということで計算しますと約2万1,100平米となるということでございます。また２番目に

議会機能についてということで、議員１人当たりの面積、想定議員数、これは32名でございま

すけども、これに議員１人当たりの面積は、総務省基準をもとに35平米、これを乗じて計算し

ますと約1,100平米としております。３番目に防災機能の強化に必要な面積ということです。こ

れは関係課で構成します専門部会での議論、また鳥取大学の工学部、地域安全工学センターの

意見を踏まえまして、災害対策本部会議室は約100平米、防災情報システム管理室はこれも約100

平米、防災災害備蓄倉庫、これは約300平米、一時避難ボランティア救援物資などの受け入れの

ためのスペースとして約800平米ということで、合わせて合計1,300平米ということで想定して

おります。 

 続きまして、８ページのほうをごらんいただきたいと思います。これは先ほども御説明いた

しましたけども、鳥取市と同じ６つの特例市を調査した結果を図にまとめたものでございます。
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職員１人当たりの面積、これは黄土色ですね、中央値として24.4平米ということで、ちょうど

真ん中付近の値として24.4平米が出ております。この面積であれば、庁舎の課題でありますバ

リアフリー法での誘導基準による対応なども可能になりますし、プライバシーに配慮した相談

室、受付スペース、倉庫、会議室等が適切に確保できるというふうに考えておるとこでござい

ます。 

 前回、下村委員さんから御質問がありました。県庁の職員１人当たりの面積は幾らかという

ことでございました。それで調べましたら、平成24年３月に公表されていますけども、鳥取県

県有施設保全計画がございまして、その中で県庁舎は26平米と、東部庁舎は28平米というふう

になってございました。 

 続きまして、９ページのほうをごらんいただきたいと思います。既存庁舎の活用を考える上

で、既存庁舎の現状、７つの施設の現状をここで一覧表にしております。これも以前に御説明

いたしましたけども、ここでは耐震強度が不足する建物としては、真ん中辺ですけども、いわ

ゆるＩｓ値が0.2台の現本庁舎、あるいは第２庁舎、福祉文化会館ということになってございま

す。またいずれの庁舎も必要面積が不足しておりますので、また後ほど説明しますけども、駐

車場の駐車可能台数も不足しているという状況があります。 

 10ページのほうをごらんいただきたいと思います。次にまた庁舎の現状として、分散化の影

響をここでまとめております。市庁舎というのはもともと１つであったわけですけども、業務

量の増加に伴いまして本庁舎機能は７つの庁舎、現在は６庁舎ですけども分散して、そのため

に市民サービスや業務効率面でロスを生じているということで、素案の25ページにそういった

内容も示しておりますけども。それで、本庁舎と駅南庁舎の総合案内から他の庁舎に来庁者を

案内した件数というのは年間約4,500件になるということで、ここでまとめております。このよ

うに、現在の庁舎配置というのは市民サービスや効率的な事務を行う上で課題がありますし、

市庁舎整備全体構想（素案）の取りまとめに当たりましては庁舎機能をできるだけ集約して適

切に配置することが大事ということで、急務として検討しております。 

 11ページのほうをごらんいただきたいと思います。既存庁舎の活用の考え方として、３つに

分けて検討しております。活用しない場合と活用する場合を検討するということで、これは現

本庁舎についてでございます。ここにありますように庁舎機能の配置、費用、まちづくりの観

点から活用を判断していくということでございます。２番目に、引き続き庁舎として活用する

というものは駅南庁舎、環境下水道部庁舎、それとさざんか会館でございます。市庁舎の機能

を最重要視すれば、新築して庁舎の機能を統合することが望ましいというわけでございますけ

ども、機能の強化と費用の抑制との両立を踏まえますと、駅南庁舎の活用を前提とする、ある

いはさざんか会館、中央保健センターは市民の利便性向上のために駅南庁舎に移転するという

こととして、あいたスペースにつきましては本庁機能の一部を配置すると。また環境下水道部

庁舎は現在の機能配置を基本に引き続き庁舎として活用するというふうに考えております。 

 それと庁舎として活用しませんというものは、第２庁舎と福祉文化会館、文化センターとい

うことでございます。特に第２庁舎につきましては耐震性能に問題がありますし、老朽化もし

ているということで庁舎としては活用しないと。また、文化センター、福祉文化会館も、施設
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目的に応じた利用が望ましいということ、また本庁機能の分散化の解消が必要ということで庁

舎として活用しないとしております。 

 12ページをごらんいただきたいと思います。先ほどの考え方をもとに、活用の可能性として

これは一覧表にまとめたものでございます。ここでは詳しくは説明いたしませんけども、特に

現本庁舎を活用しない場合と活用する場合のいずれも耐震性に欠けるということがございます

けども、耐震補強を行うということで活用は可能だと考えております。ただし、実現できる機

能と要する費用を踏まえての判断が必要ということになっております。また、庁舎として活用

しないとした第２庁舎、文化センター、福祉文化会館の庁舎の利用面積と現在の現本庁舎を初

め、現在の庁舎において不足する面積、これを確保するためには新たな施設の整備がやはり必

要となってくるというふうに考えております。 

 次の13ページのほうをお願いします。整備案としましては、これまで整理した前提条件、費

用を抑制するため駅南庁舎等の有効活用など、こういったものを踏まえまして検討して、現本

庁舎を庁舎として活用しない場合と耐震改修して活用する場合、それとそれぞれの新たな施設

を旧市立病院跡地に整備する場合と現本庁舎敷地に整備する場合の４つの整備案が考えられる

ということでございます。そこの検討の中では、現本庁舎を耐震改修する案としては整備案２

と整備案４で検討しているということでございます。 

 14ページのほうをごらんいただきたいと思います。駐車場の必要台数を検討する上で、現状

をそれぞれ庁舎の来庁者数と駐車場の駐車可能台数をまとめております。ここも余り詳しくは

説明しませんけども、満車状況というところをごらんいただくと、本庁舎、駅南庁舎とも満車

状態が多くて、市民の皆さんに御迷惑をおかけしている状況がわかります。また、本庁舎につ

きましては開庁日の６割、その他の平日、休日問わず市民会館のほうでイベントがあるときに

は満車状態となっている状況。また、駅南庁舎につきましては確定申告時とか、あるいはさざ

んか会館での健診、イベント時で満車状態になっているというような状況があるということで

ございます。 

 15ページのほうをごらんいただきたいと思います。検討した４つの整備案につきまして、現

在の本庁舎を耐震改修して使用する場合、いわゆる整備案２と４になります。それと使用しな

い場合、整備案１と３になりますけども、それぞれの庁舎に必要な駐車場の台数をここで想定

しております。災害対策本部を設置する新たな施設は、この来庁者数からの見込み必要台数に

かかわらず、防災機能の確保のために約200台分の駐車スペースが必要となっております。本庁

舎の駐車場は市民会館のイベント開催時にも使用しておりますけども、この試算には市民会館

の利用者、図書館の利用者、これは駅南ですけども、こういったものを庁舎機能以外の利用と

しては含めておりません。 

 16ページのほうをごらんいただきたいと思います。ライフサイクルコストでございますけど

も、庁舎整備の専門家委員会の報告では、建設から解体までその建物に要する生涯経費、つま

りライフサイクルコストということが重要であるとされております。これを受けまして、具体

的な整備費であるとかライフサイクルコストの算出に当たりましては、推進本部の幹事会の中

にチームをつくりまして検討をしてきております。 
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 ライフサイクルコストの試算につきましては、条件を統一して行っておりますけども、その

根拠数字につきましてはまた後ほど説明させていただきます。４つの整備案についてのライフ

サイクルコストの比較のグラフ、これを見ていただくとわかりますけども、長期的な視点で考

えると、これは使用年数を65年とした場合ですけども、本庁舎を耐震した整備案２と４、これ

につきましては2029年に建てかえが想定されます。しかし合併特例債が活用できないというこ

とから、一般財源からの持ち出しとなるということになりますし、同様に2054年には駅南庁舎

の建てかえが想定されます。また、このグラフの中にはあらわれていませんけども、2082年に

は新本庁舎の建てかえが想定されると、こういったものは全て一般財源での整備となるという

ことになります。このことから整備案１が最も安く、整備案２が最も高くなるということがわ

かります。また、使用年数を、仮にこれを70年とか80年にした場合ですけども、これはグラフ

の横軸は伸びますけども傾向は変わらないということになります。 

 17ページのほうをごらんいただきたいと思います。先ほどのグラフで示したライフサイクル

コストは、これは経過年ごとに数値で比較したものです。それぞれ最も費用が高い整備案をこ

れは青で表示していますし、最も安い整備案を赤で表示しております。ここでも将来的に見る

と整備案２が最も高く、整備案１が最も安いということがわかります。 

 18ページをごらんいただきたいと思います。概算事業費でございます。素案の25ページでは、

これは設計・監理費と建設費等とその他経費のこの３つに分けてそれぞれ整備案１、２、３、

４の概算事業費を出しておりました。このスライドでは本庁舎耐震改修、新庁舎建設、立体駐

車場建設、駅南庁舎の改修、そういった経費ということでより詳細に示しております。概算事

業費の算定に当たりましては、比較検討のために基準を統一しておるということで、先ほど説

明しましたとおり庁舎の面積は同じ面積にしておりますし、新築建物の平米当たりの建設単価

というのは、免震構造で新築しました先ほどの他都市の事例を参考にして34万1,000円で計算し

ております。本庁舎の耐震改修費とかその他の経費につきましては、過去の資料とか見積もり

を参考にしてこれを出しているということでございます。 

 19ページをごらんいただきたいと思います。財源と市の実質負担として、これも25ページに

ありますけども、ここで比較させていただいています。これも例えばということで、整備案１

ですけども、65.6億円の事業費がありますけども、これにつきましては公共施設等整備基金が

7.6億円、それと対象事業費ですね、これは実施設計とか工事管理費とか工事費等ですけども、

これの95％の適用となる合併特例債、これを58億円活用すると。合併特例債は返済額の７割が

毎年国から地方交付税として支援されるということで、実質返済額は20.5億円となるというこ

とです。市の実質負担は先ほどの基金と合わせて28.1億円となるということを整備案１では示

しております。同じように２、３、４もそういった内容で内訳がわかるようにしております。 

 20ページのほうをごらんいただきたいと思います。これは先ほどの数値をグラフ化したもの

です。４つの整備案とも市の実質負担は公共施設等整備基金の現在高であります約34億円、こ

れは右の図の赤線で示しておりますけども、これ以下になっているということでございます。

したがいまして、当初の整備段階では合併特例債と現在積み立て済みの公共施設等整備基金を

約34億円活用するために新たな負担は生じないということで、これは４つの整備案にも共通し
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ていることでございます。 

 21ページをお願いします。これはランニングコストを比較検討したものでございます。素案

でいえば25ページになります。これは現本庁舎、駅南庁舎、新たな施設などの建物について、

平米当たりのランニングコストを試算しております。試算に当たりましては、建築物のライフ

サイクルコストを参考にしながら、対象となる施設ごとに保全コスト、改善コスト、運用コス

ト、一般管理コスト、修繕コストを算出しております。現本庁舎の修繕コストにつきましては、

これは改めて建物調査を行いまして、今後必要となる修繕更新費用をここで見込んでおります。

既存の庁舎のライフサイクルコストの算定に当たりましては、建物の現状の機能を維持し、新

たな機能の付加及び変更を見込まないということにしております。新たな施設のライフサイク

ルコストの算定に当たりましては、先ほど申し上げましたけども、建築物のライフサイクルコ

ストを踏まえて単価設定をしております。建物の耐用年数、これは使用年数65年として試算を

しております。 

 素案の26ページですけども、現状の本庁舎を使い続けますと毎年約1.1億円のランニングコス

トが必要となってきますし、新たな施設のランニングコストと比較しますと毎年1,730万円多く

費用がかかってくるということもわかっております。 

 22ページのほうをごらんいただきたいと思います。これは庁舎機能の分散化による経費の比

較でございます。上の表にありますように、分散化に伴う影響が整備案１に比較しまして、他

の３案では１年当たり、このグラフにありますように878万円から1,284万円多くかかるという

ことも出ております。ただ、この費用につきましては、ランニングコストには含めておりませ

ん。 

 23ページ、ごらんいただきたいと思います。これは素案でいえば28ページになりますけども、

４つの整備案の工期について、これは平成26年度から事業を開始した場合で比較しております。

ごらんのとおり、最も早く整備できるのが整備案１ということがわかると思います。 

 最後になりますけど、24ページをごらんいただきたいと思います。工事期間中の影響という

ことでまとめております。現本庁舎を耐震改修する整備案２と４ですけども、これは新たな施

設を建設した後に、耐震改修を行うために工期が長くなるということがございます。工期の短

縮のためには仮設庁舎を別途設置する必要が出てまいります。２番目に、現在の本庁舎駐車場

に新たな施設を建設する整備案２と３ですけども、これにつきましては埋蔵文化財調査のため

に工事前の約２年間、工事期間の約２年間は仮設駐車場の確保が必要となります。また、同一

敷地工事のために来庁者、市民会館利用者、職員の動線など安全確保が必要となります。また、

工事期間中を通しまして駐車台数が確保できないということがありますので、仮設駐車場の確

保など、対策が必要になってきます。しかしなかなか近隣には確保は困難な状況があります。 

 以上、簡単でございますけども説明のほうを終わらせていただきます。 

◆中西照典 委員長 皆さんのそれぞれの手元にあります鳥取市庁舎整備全体構想の素案をスラ

イド用にパワーポイントで今、説明していただきました。それで、これは皆さんにお諮りする

のですが、先ほど、急がれる市庁舎整備について今後も真摯に議論を進め、市議会として市庁

舎整備の方向を早急に取りまとめていただくことを要請するということを採択したわけですが、
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どういう方向でいけばいいのかということを私なりに考えたところ、例えば、これは平成22年

９月の第１次の市庁舎整備の報告ですが、いろいろと検討した結果、例えばこういうふうにま

とめてあります。免震型耐震改修すべきとの意見が一部の委員にありましたが、新築すべきと

いう意見をまとめましたとか、それぞれ何をどうというよりも、議会として、例えばこの本庁

舎を修繕して使っていくのがいいのか、あるいはこの新庁舎は検討した結果、新たにあるいは

新築したものがいいのか、その辺のことが皆さんの中で認識していただければ一歩二歩進むの

じゃないかと。やはり我々は素人ですので、非常に細かい点をするのではなしに、どちらかと

いうと、この今我々がいる庁舎を、これをどうすればいいのかということを話ししていただい

たほうが議論が早いのではないかというのが私の意見ですけども、それには素案等のさまざま

な資料がありますんで、そこからそれぞれ話を持っていっていただいたらと思いますが、これ

は私の委員長としての進め方の一つの意見であります。この間は、素案でいきますと前提条件

から入っていきましょうというお話でありました。先ほども前提条件のお話が出ておりました

けども、今申しましたように、この庁舎が耐震に耐えられないというとこからのお話でありま

すので、その辺の話ができたらと思いますけども、いかがでしょうか。それぞれ皆さんの意見

をお伺いしたいと思います。素案についての内容も含めて。 

 有松委員。 

◆有松数紀 委員 今、委員長が提案ということで、耐震改修という考え方と新築移転と、新築す

べきでないかと、耐震改修ということではなしにという考え方の中である程度話を、議論を進

めていったらどうかという提案がありました。私自身、それを反対するものでもありませんし、

できるならば今定例会の中ででもそういった部分での中間報告を本当は出していただきたいと

いう思いでおるのですけども、そういう思いの中でですけれど、先ほどの陳情の中での意見と

いう中で、ちょっと確認をさせていただきたいと思うのですけど、この話はどうなのでしょう

か、委員長としては許可いただけるのでしょうか。 

◆中西照典 委員長 ちょっと内容がわかりませんので……（発言する者あり） 

 じゃあ、有松委員の意見を聞かせてください。 

◆有松数紀 委員 じゃあ、私、これは椋田委員にも伊藤委員にもお聞きをしたいのですけども。

先ほど来、今、執行部が示しておる全体構想というものは新築移転を基本にして出しておると

いう中で、この素案に対して議論を進めるというか審議に入ることはできないというような表

現をされたと私は受けとめましたので、この部分に関して真意を聞かせていただけたらという

ふうに思います。というのも、我々は執行部に、３次の中で執行部に提案をしなさいというこ

とで投げかけたわけで、それも条件なしということもあって、住民投票の受け取り方がどうだ

という議論は分かれてはおりますけどね、その住民投票の結果もこの提案の４案の中には入っ

ておるわけで、その中で執行部はこの１案が最適だと思うけども議会はどうでしょうというこ

とで、この４つの審議を特別委員会に資料として提供してくれているという中において、この

全体構想では議論に入れないというような発言に私は受け取れたものですから、この部分に関

してこのことを明らかにしていないとこれから先の議論はないのかなという思いもあって、お

尋ねをしてみたいと思いました。 
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◆中西照典 委員長 これ以上すると委員間討議になりますんで、委員間討議は面倒くさいですけ

ど、委員間討議をすることに賛成の方はちょっと挙手をお願いします。する必要……（発言す

る者あり） 

 ちょっともう一度きちっと、いい人は。 

 では、これを委員間討議いたします。 

 じゃあ、伊藤さんから。 

◆伊藤幾子 委員 執行部が出してきたこの全体構想は新築移転が前提となってるということで

すよね、私が言っているのはということですね。 

 前提というか、執行部は新築移転が一番望ましいということをこの全体構想の中で言ってい

るっていう、確かに18ページにそうやって書かれているわけですよね。先ほどの陳情の中の議

論の中で、３次の特別委員会の委員会報告、委員長報告のことがありましたけれども、新築の

可能性があるという参考意見も示されたけれども、これについては意見がまとまらなかったっ

ていうね。私はずっととにかく耐震改修しかあり得んっていうね、住民投票の結果はここでの

耐震改修だということを言い続けてきたけれども、なかなかそれが一致を見ない、今でも一致

を見てないのですけれども。この特別委員会の報告で新築の可能性があるというのは、さっき

も言いましたけど、百歩譲ってここでの新築の可能性であって、新築移転ということはないだ

ろうと私は理解をしていたので、だから、それを受けての執行部からの提案だったら、新築移

転以外の、言うたらここで耐震改修で何かつくるとか、ここで全部新築にするとか、そういっ

た案だけが出てくるのならまだわからない話でもないけど、新築移転というものが出てくるこ

と自体が私としては、経緯を踏まえてですよ、第３次の委員会の経緯を踏まえて、納得がいっ

てないということです。 

◆中西照典 委員長 有松委員。 

◆有松数紀 委員 そこはスタートから議論が分かれているということです。私自身は、その住民

投票を踏まえてという中ではあるのですけども、住民投票の２号案がその提案した条件の中で

できないと、そのままではできないという結果が出たから、その結果を踏まえたならば、今ま

で住民投票は20億8,000万でできるのであればここで、そしてこの庁舎も耐震改修をしてやった

らいいじゃないかということが住民投票で示されたのですけども、それが20億8,000万でできな

いということになると、今までの条件が全部そろったことの中での住民投票ということになら

ないという判断なのですよね。だから、それを踏まえると、後の専門家委員会の中で調査され

たアンケートの中では、できない案だったのだったら改めてもう新築移転しなさいという思い

も大変多く出てきたという結果も事実あるわけですよね。それを踏まえて執行部はこの提案を

しているのだと。皆さん方は、伊藤委員は新築の内容が盛り込まれているから議論に入れんと

いうような言い方をされますけど、今まで議論はしてないということを踏まえてね。その思い

はあるのかもしれませんけども、我々としての思いとはやっぱりそこの部分にはちょっと溝が

あるわけですよ。ただ、それをいつまで言っていても平行線になるわけで、庁舎は必ず建てな

きゃいけない、どういった形にしろ整備をしなければいけない現状にあるわけですから、そこ

はお互いが乗り越えて、この４案の中の１つのパターンにある程度絞っていかなければ執行部
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としても提案がしにくいということで、今我々は先立って特別委員会で議論をしているので、

そのテーブルに着きましょうよという中で先ほどの考え方でいかれると、何をして議論を進め

るのかということで、私たちは何か不毛な議論に入り込まれるような、引きずり込まれるよう

な心配もして改めて聞いておるわけで。そこは我々委員としては、先ほどの陳情の中身を真摯

に受けとめてこのテーブルに着きましょうよ、そうして細かな部分をただしながら、現在地で

耐震化をするのがいいという考えであれば、その案に沿ったものの提案を伊藤委員がすられれ

ばいいし、そうでないものはそういった意見の中で特別委員会は、本当に議会中の中でも集約

をして一歩でも進めましょうよということを言っているわけで。この部分は乗り越えないと話

は進まないなという心配があって、改めて聞いているわけです。 

◆中西照典 委員長 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 私、第３次の特別委員会から委員となって、住民投票後の特別委員となってず

っと議論に参加はしているわけですよね。だからこそこだわりというのが当てはまるのかどう

かわかりませんけども、やっぱり自分自身としては経過を踏まえて言っているつもりなのです

よね。乗り越えてという言い方を有松委員さんはされましたけれども、本当に第３次からかか

わっているだけあって、余計に乗り越えるのが難しいっていうのも正直なところがあってね。

それで私、この特別委員会の全体構想が出てきた初めのほうに、やっぱり、これで２ページに

書かれている住民投票に関する評価ですよね、捉え方、執行部がされているね、そこをやっぱ

り議論して、ちゃんと議会として共通認識持たないと先に行けないのじゃないかというような

ことは言ってきていると思うのですけれども。やっぱり有松委員さんが言われる、乗り越えて

って言われている部分が私としては絶対乗り越えられないのですよ。議論してちゃんとやらな

いと、何かちょっと、全く御期待には沿えないのですけど、乗り越えられないのです。それだ

ったらやっぱり住民投票のこの評価のところをしっかりと、議会が住民投票しよう言って条例

案も検討してやってきたわけで、そういった経過踏まえると、ここから逃げたらあかんの違う

のかなと、やっぱりそれがないと私はそんな４つの案、具体的にっていうことには、自分自身

は乗り越えられないです。 

◆中西照典 委員長 有松委員。 

◆有松数紀 委員 そこですよ。そこは当初から議論はかみ合ってないのです、３次のときでも。

持論は持論として、それは仕方のないことだと思いますよ。だけど、そのことを言って前に議

論を進めなければ、それと、この今の４案以外に、全体構想はそんな根底の中で進められたの

だから議論に入れないと言われるのであれば、新たな協議の中の資料というのはどんなものが

あるのですか。そして、その中でできる庁舎というのはどんな形があるのですか。やはり基本

としては、現在の庁舎を耐震化するのを基本にして進めようという考え方と、いや、こんな古

い建物に投資するのはいかがなものかという考え方の中で新築移転、これはおのずと絞られて

いくところに行き着くじゃないですか、議論として、過程はどうであれ。違いますか。それ以

外の議論に行きますか、庁舎のあり方が。だから、その部分に関してはかみ合わない部分があ

るかもしれませんけども乗り越えて、具体的な庁舎の整備のあり方の議論に入りましょうよと

言っているのですよ。そこを越えないということになると議論に入らない、検討する余地もな
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いということなのでしょう。本当にそれで市民の負託に応えられるのですか。 

◆中西照典 委員長 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 だからね、この現本庁舎は耐震改修で使って、どうやって市庁舎整備を進めて

いくかという議論だったら私はいいと思うのですけど、そっちのほうにじゃあ乗り越えてきて

いただくということはできないわけですか。 

◆中西照典 委員長 有松委員。 

◆有松数紀 委員 だから、その御自分の思いは思いで主張されればいいと言っているのですよ。

だけど、その部分の考え方には我々とは隔たりがあるわけで、もともとの住民投票のその意義

という部分に関しては、経過の中で少しずつ当初の思い、その受けとめ方が違ってきたわけで、

溝があるわけですよ。その部分を我々がお互いに譲歩しなければ議論の先に進まないだろうと。

ですから、持論は持論として展開されればいいと思うのですよ、それを市民が、そしてこの特

別委員会が是とするのであれば、おのずと耐震化ということが進んでいくでしょう、違います

か。それを我々は議員の一人一人の責任として進めていこうということではないですか。最初

のそっちのほうの耐震化だけの議論というのは、それは伊藤議員の言われる思いであって、私

はそうではないです。 

◆中西照典 委員長 ちょっといいですか。この問題は、今まで、今回特別委員会は20回目ですけ

ども、毎回のように出てきますね。それがあるために、具体的に素案というものに対しての話

が全くできてきませんでした。先回からやっとこの素案をもとにして、自分の主張できるとこ

ろを主張し、先ほど言われたように、これは執行部がつくったもので耐震を中心にしとるじゃ

ないかという意見もありましたけれども、それであっても、それは違うのだというふうな意見

の中で、やはりこの市庁舎をどういうふうにしたいのか。でもまずは、この本庁舎というもの

を今後どうするのか、さまざまな問題が提起されていますし、そういうものを見る中でどうい

うふうに持っていけばいいかという議論に入っていただきたい。で、その前の共通認識ができ

てないというのは、それは言われたようにずっと共通認識はできないのですよ、それぞれの思

いも違うのですから。それを無理やりにしようとするのは難しいので、僕がいつも言っている

ように、伊藤さんは伊藤さんの考えがあるし、有松さんは有松さんの考えがある。しかしなが

ら、議員として、委員会としてやっぱり物事を、その耐震改修、あるいは新築でもいいですよ、

この庁舎をどうするかというところで話をしていただきたいというのが私の切なる思いです。

なかなかそれぞれ思いはありますけども、少なくともこの本庁舎が震度６になると耐えられな

いというところから始まっておりますので、そういうところからの議論を闘わせていただきた

いというのが私の意見です、思いです。 

 ですから先ほど言いましたように、まず先ほど説明がありました、その中でやはり皆さんの

中でどういう庁舎、どういうスペースのある庁舎が我々これから庁舎として必要だろうかとい

うところも、これもみんながもろ手を挙げてなかなか賛成しにくい面があると思いますけれど

も、それについての議論をまずしていただいてと思います。そういう中から、じゃあ庁舎に対

しての平米数が今でいいのならいいという意見でいいですよ、だけども、１つの案が出ていま

すので、その案をやっぱりたたき台として皆さんで語っていただきたいというのが委員長の思
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いであります。わかりますか。 

 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 委員長の思いはようわかりますし、それから先ほどの有松委員と伊藤委員との

委員間討議のお話もよく聞かせていただいたのですが。そもそも、新築と耐震改修といったら

おのずと工事の内容が全然違いますよね。それで今回のこの全体構想の４つの案が出ているの

だけど、これは比較検討しやすいように２万3,500という執務スペースを一つの基本として、そ

れのほうが比較検討しやすいだろうということで出ているのだけど、私、以前にも全体構想が

出た折に、住民投票にかけた２号案そのものが抹殺されているという発言したように記憶して

おるのです。よその都市でも耐震改修をやっていますけども、やはりそこは執務スペースはふ

えてないわけですよね、財政に余裕があるとかないとかは別にして。やはりこの１つの２号案

見てもこれが比較的、耐震改修及び一部増築案の基本的な形の中で出ているのだけども、住民

投票にかけた新しい庁舎は4,360だったかな、というスペースだけど、これが倍以上の１万600

というようなことになってきておるということで、住民投票にかけた計画そのものとは明らか

に似て非なるものに変わってきておるというところがあって、先ほど有松氏のほうは、もしそ

ういう伊藤さんのほうでそういう議論があるんだったら、伊藤さんが具体的に提案されたらど

うかというような話も出たわけですけども、これはやっぱり聞いとって、一見正当性があるよ

うに思うけども、有松氏のさっきの発言というのはいかがなものかなと言うふうに私は受けと

めました。比較検討するにしても、やはり耐震改修の基本の形はどうであったのか、それにお

いて、例えば市役所の機能としてスペースがこれだけ要るのではないかという話で、4,360では

足りないよという話であれば議論していく余地はあるでしょうけども。そこら辺が何か、お二

人のさっきのやりとり聞いとってよく理解できない。 

◆中西照典 委員長 有松さん。あっ、ちょっと待ってくださいね。 

 椋田さん。 

◆椋田昇一 委員 私にも問いかけられましたので。 

 まず１つは、先ほどの陳情書のときの議論もそうでしたけど、私は前特別委員会の報告書を

読んで、条件なしで執行部に委ねたというふうには読めません、私は。どこにそう書いてある

のですかね。住民投票の結果を踏まえてという、やっぱり大前提があるようにしか私には理解

できないですね。そういう意味でいいますと、議会としても無条件で執行部に委ねたとは思い

ませんが、しかし、いずれにしても執行部は執行部の見識として、住民投票の結果、住民投票

という法令に基づいた最大の直接民主主義であった住民投票の結果を執行部みずからが踏まえ

て考えるべきというのが本来あるべき姿で、そういう意味でいいますと、過去にさかのぼって

のことを言ってもいけませんけれど、住民投票後にそもそも執行部がとるべき態度は、議会の

側にその検証を委ねるみたいなことではなくて、住民投票の結果を踏まえて、じゃあいかにし

たら耐震改修及び一部増築という案が実現できるのかということでの基本計画を執行部はつく

るべきだったと思うのですね。しかしながら、話を戻しますけれど、その前の特別委員会で私

は無条件とは読めません、理解しておりませんが、執行部が少なくともその時点でこの今日の

ような内容を持つ全体構想ではなくて、耐震改修を基本とした、執行部の言葉でいうと全体構
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想、基本計画を示して、その議論を始めるべきだったと、あるいはだと、こういうふうに思う

のです。 

 有松委員も言っておられたように、それぞれ考えあるのですよね。議員の中にもある、市民

の中にもある。だからこそ、自分の意見は意見としながら、その住民投票の結果を踏まえて事

を進める以外には事の進めようがないと。仮に住民投票で１号案が支持されておったにしても、

いや、我々は２号案の考えだからということを言っておったら、これがまた逆でも一緒なわけ

でして、そこにあったと思うのですね。そういう意味でいいますと、その住民投票のときの20

億8,000万ということにがちがちにとらわれることなく、まさにそこを乗り越えて、いかにして

耐震改修を基本とした案が実現できるのかと、こういう私は前向きな方向にぜひ、有松委員や

皆さん方も乗り越えていただきたいと、こういうように思います。 

 住民投票の結果を踏まえるという大きなベースに立つことこそ市民の負託に応えることであ

って、住民投票を無視するような姿勢というのはまさに市民の負託に応えることにならないと、

そういうベースで具体的な議論を進めていきたい、またいただきたいと、私はそのように考え

ております。 

◆中西照典 委員長 じゃあ、桑田委員。 

◆桑田達也 委員 今の椋田委員の御意見についてですけども、おっしゃっておられるこの住民投

票の意向を踏まえたその考え方、これをまず議会がどのように考えてきたのかということを私

たちは踏まえないといけないと思うのです。２次の委員長報告を受け、そして私たち議会が議

会として議会の責任で３次の耐震改修の庁舎に関するこの特別委員会を私たちが設置をしたわ

けです。それは今椋田委員がおっしゃった、住民投票の意向を踏まえて私たちが設置をした特

別委員会だったわけです。それはなぜ設置をしたのかというと、住民投票で選ばれた、その耐

震改修案の中身を議論するために私たちが設置をした。その結果、先ほどの議論になりますが、

あの３次の委員長報告ということに、最終報告ということになったという、そこだと思うので

すね。そこの中に、この住民投票が行われたから即執行部のほうに、私たちが内容を検証もせ

ずに執行部のほうにそれこそ丸投げということはあり得なかったと思いますよ。私たちがこの

市民の皆さんに示した２号案のその中身ということを私たちみずからが検証していく責任もあ

ったじゃないでしょうか。 

◆中西照典 委員長 どうですか、まだしますか。（発言する者あり） 

 ただ、ちょっと私のほうから言いますと、ここに来ると、じゃあ２号案がどうだったとか、

２号案のときの成立がどうだったとかということもずっとさかのぼっていきますので、そうす

れば、果てしない議論になります。今、私がまさに言っているのは、とにかくこの庁舎が、地

震が来たらもう危ないのだと、まさにそこです。それぞれ思いがありますし、それぞれの思い

の中で、でもこの庁舎をどうするかということを考えないといけない。だから、これをいわゆ

る直して使うのか、あるいはいろいろした中でやはり新しいものを建てたほうがいいじゃない

かとか、そういう、とにかく場所のことを言ってないでしょ。まず一歩進んで、場所よりもど

うなのかということを私は皆さんに真摯に、それこそ前向きに検討していただく。それの一つ

のよりどころとしては、先ほど言ったように前提条件は、先ほどいろいろ説明した中でのいろ
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いろなことを執行部が説明をしました。その中で、やっぱりこういうことならこうしようとか、

こう言っておられるけど、いや、こうだという、そういう議論に入っていただきたいのが私の

委員長としての皆さんに対するお願いです。（発言する者あり） 

 では一言、椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 住民投票が基本設計といいますか、設計案をもって提案されていたのであると

すれば、それは検証するのは住民投票後ではなくて、当然住民投票の前に検証した上で住民投

票しなければならなかったじゃないですか。それを、住民投票しといてその後で検証というこ

と自体がいかがなものかでね。私は一貫して申し上げていますように、住民投票のあの条例案

というのは基本的な考え方と大枠を示して、市民の皆さんに耐震改修及び一部増築と新築移転

とどちらがいいのかという、どちらを支持されるのかということが住民投票であったわけです

から、その結果が出たら、住民投票の結果を検証するということではなくて、それを具体化し

ていくためにはどうしたらできるのか。そのときに20億8,000万という基本設計であったならば、

ある意味がちがちかもしれませんけどね、そこはまさに柔軟に乗り越えて、基本的なものをど

う具体化していくのかということを私は考えていくべき、それが前向きな考え方だと思います

よ。 

◆中西照典 委員長 じゃあ、有松委員。 

◆有松数紀 委員 以前もこの話はやめましょうと何度も言ってきた経過がありますけども、椋田

委員にあえて言わせていただきますけども、そのことを本当に住民投票にかけるまでにしたか

ったわけですよ。ただ、それが時間切れになるほど内容が示していただけなかったと、議会の

中ではね。ただ、この２号案に対しての責任は持つというほどまで言われたのです、提案され

た議員さん方が。そのバックボーンとしては設計者の方がいらっしゃったと。できないという

ことは言わんという中でスタートしたわけですよ。ですから、当然その中身を知り得るといい

ますかね、確認をする必要が議会としてはあったわけですよ、住民投票後に。執行部に言われ

て検証したわけではないのです。そのことが提案する中身と違ってくるから最終的にできなか

ったということで、逐一どんな機能を持たせてという議論はしてないですよ。提案をした中身、

それぞれ設計者の思いを聞いて、その20億8,000万って出された内容を聞きながら、本当にそれ

ができますかということを検証する中で言われたこと自体が、一つ一つ符合しないことが起こ

ってくるから、最終的にはこの２号案は実現不可能という結論に至らざるを得なかったという

ことですから、逆さまだという言い方ではないです。ただ、こういうことは市民の方々に向か

って言えることではないということを以前に言っているのですよね。ですから、そういう言い

方はやめていただきたいと私は思いますし、委員長の考え方の中でやはり我々はテーブルに着

くべきじゃないかということを改めてお願いしたいというか、着きましょうということで発言

させて……。 

◆中西照典 委員長 ちょっといいですか。その議論は今までに何回もしましたし、それぞれ思い

があるわけです。それを、じゃあ、今言われたようなことがしてないからといって、じゃあこ

のままどうするのですか、もうほったらかすのですかね、いけないでしょ。やっぱりこの問題

を進めるには、我々は建築に関しては素人ですから、資料として示されたものに対して素朴な
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疑問をぶつけて、本当にこの案が自分の思っていることに合うのか合わんのかをきちっとして、

じゃあこの案はいけんならいけんでもいいですよ、４つの案あるだけども、だけど、そういう

とこでやりましょうよ。もう住民投票は、これはそれぞれ思いがあるわけです、かみ合いませ

ん、何回もしてきて。ですから、橋尾委員も、委員長だったのだけども、そのことについては

思いがあると思いますけども、この私が申したとおり前提条件の辺からちょっときょう説明し

たものを、やはりそのことについて話し合いましょう。それでなかったら話し合えないという

のはちょっとやめましょう。 

 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 桑田氏の発言からこういう展開になってきたのだけど、さっき委員長がこの本

庁舎、Ｉｓ値が低いので耐震改修をしないと大きな地震に耐えられない、やっぱりそこでも一

つの皆さんの委員との、意見を統一しとかないけないのだけども、Ｉｓ値が低いから耐震工事

をして、特殊工事ですよね、免震であれ制震であれ、それを施すことによって構造体のⅠ類と

いう、我々特別委員会は設定をした、重要度係数1.5を確保しようということで日本設計に積算

をしていただいた。それでも委員の皆さんの多くは、やはり耐用年数を考えれば20年後には新

しい市庁舎を建てないかんと、だから二重投資だというような意見が出てくるのだけども、現

実には特殊工事をやれば重要度係数1.5は確保できるということになれば、県庁は50年を目標と

して修繕を続けながら延ばしていこうというふうに長寿命化を図っておられる。鳥取市役所も

当然その考え方で私は向かえばいいと思うし、大きな震度６ですか、それにも耐え得る強度に

持っていくことは、特殊工事でね、できるというふうに思いますから。そういう耐震改修の案

を検討するにしても、やはり同じ認識に立って、じゃあその中で市役所の機能とか執務スペー

スだとか、あるいは市民交流広場だとか防災の機能だとか、そういうものの議論ならいいのだ

けども、やっぱり耐震改修と新築というのは明らかに工事の内容は違うわけですから、それを

この全体構想の４案のように同じ条件で、これは比較検討しやすいためにつくっているのだけ

ど、それぞれ工事のやり方が違うと、工法も違うということもやっぱり委員みんなが認識をし

て議論しないと前に行かんでしょう。 

◆中西照典 委員長 ちょっと、私が言っているのは、耐震改修ありきとかないとか、まずこの庁

舎をどうするのか。それは耐震改修にしたり、機能とかいろいろなさまざまなことの中で、そ

れで、じゃあここは耐震改修で何十年、50年もたせるというふうに皆さんが決められればそれ

でいいし、いやいや、それじゃあなしに、これには、何十年もたっていますから、バリアフリ

ーやいろいろな問題があるから、合併特例債もあったりするからやはり建てかえたほうがいい

というなら、そういう意見を出していただきたいです。やはりこれはこれからの何十年を見据

えた庁舎の話ですから、もう少し大きなことで、鳥取市のために庁舎はどうあるべきかという

ことの話をしていただきたいのが私の委員長としての願いであります。 

 ですから、そのたたき台として、もう一度言いますけど、そのたたき台として執行部が素案

をつくりましたから、やはりそのどれかをもとにしないと議論ができません。ですから、この

素案をもとにしてそれぞれの意見を言っていただきたい。そうしないと庁舎に関しての話が一

つも進まないですと私は思いますけども、その点よろしくお願いします。 
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 ですから、もう一度言いますけども、まずこのきょうの２ページですか、職員の想定とかそ

の辺のところをどうだろうということから、じゃあこの庁舎はどうだ、その辺から話をちょっ

としてくださいな。思いは皆さんあるけども、そうしないと実際に庁舎の話ができませんね。

ですから、その辺のところをお願いします。 

 僕の説明は終わったので、じゃあ下村委員。 

◆下村佳弘 委員 もとに戻る話ということですけども、やはりこれ住民投票を受けてつくられた

ことですよね、特別委員会、３次も今もそうですけども。これを住民投票のときには概要だか

ら後で考えればいいということで住民投票をやったというのは、これは事実だと思います。こ

れを専門家委員会や３次の特別委員会、これで具現したのが今示されている方針ですよね。だ

から、これは矛盾しておるようで全然矛盾はしてないと思うのですよ。だから、今委員長がお

っしゃられたようにこの案を審議していくということが、これが正常なこの特別委員会の姿だ

というふうに私は思いますね。 

◆中西照典 委員長 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 今の下村委員さんの御意見ですけれども、住民投票を踏まえた上で専門家委員

会とかが出してきたものを踏まえて具現化した案がこの全体構想として出ているっていうよう

な話だったのですが、専門家委員会は住民投票の結果は踏まえずにいろいろ議論をされてきて

いたと私は理解しておりますので、もしも住民投票の結果を踏まえて専門家としての議論をさ

れたのであれば、恐らく狭い敷地の中だけどもこういうふうな感じでできるなあとか、そうい

ったようなものが出てきてしかるべきだと思うのですね。でも検討されてきたのは、あくまで

も一般論的に市庁舎はこうあるべきだということで、いろんな条件なり機能なり、そういった

ものを検討されてきているのだと私は理解しておりますので、ちょっとそこが下村委員さんと

意見が違うなと思って聞かせていただきました。 

◆中西照典 委員長 ちょっといいですか。伊藤委員、伊藤委員の主張はずっと変わっておられな

いからわかります、一つの意見。ただ、今だからこそじゃあこの意見に対して、このいわゆる

素案に対して、全くそれについての議論には乗らないという話ですか。そういうことじゃない

でしょう。（発言する者あり）だから、それであったら、思いはわかります、あなたはずっとそ

ういうふうに言っておられる。ただ、ほかの人は違うので、この議論は、だからこの議論を進

めましょうよ。（発言する者あり） 

 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 ２号案のときはこういう５つの方針とか、こういうのはなかったですよね。（発

言する者あり）なかったのですよ。これは後で考えればいいという考え方で住民投票に向かっ

たのですよね。その中でそれを、後で考えればいい部分を具現化するために３次の特別委員会

ができたのですよね。これを、住民投票の結果を受けてどうすればいいかということを受けて

３次の特別委員会ができたと。その結果を踏まえてこの委員会が開かれているわけですよね、

流れはそうですよね。それで、その中でこういう問題がありますよというようなことが特別委

員会の中、専門家委員会の中であって、それをもとに原案をつくられたと。それを審議する、

これは当たり前の話じゃないですか。 
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◆中西照典 委員長 桑田委員。 

◆桑田達也 委員 私が整理する必要はないかもしれませんけど、伊藤委員がおっしゃった、専門

家委員の皆さんの名誉のためにも申し上げておきたいと思いますが、専門家委員会は何も新築

ありき、耐震改修ありきの議論ではないということを私たちは認識していますよね、そうです

よね。その上で、先ほど伊藤委員はこの庁舎のあるべき姿を議論されているとおっしゃったけ

ど、そのとおりでいいじゃないですか。専門家委員会は、将来のこの鳥取市庁舎のあるべき姿

はどうなのかということをまさしく議論をする、そのテーブルが専門家委員会であった。これ

に異議を唱えることは私はできないと思いますよ、特別委員会のこれまでの経過を踏まえれば、

私たちの認識が正しければ。そこが違うというのは、ちょっと私、理解ができないですね、そ

こは。 

◆中西照典 委員長 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 専門家委員会が市庁舎のあるべき姿ということで報告書をまとめられたとい

うのは、いろいろ条件、調査をされてこうあるべきだというものをまとめられたというのは、

当然私はわかっています。だけども、そもそも、これもあくまでも意見の違いになるのですけ

ども、専門家委員会っていうものが必要ないという、最初私たちは認識だったし、だから設置

には反対しましたし、それで議論されるのも住民投票には触れないといいますか、住民投票の

結果には触れないということでやられてきた、だからこそ一般論的に考えてこうあるべきだと、

庁舎は、そういうものが出されてきたと私は理解しているので。本来の流れでいえば住民投票

をしました、住民の意思が示されました、確かにそれは２号案で、案として出したものが第３

次の特別委員会で実現不可能だっていうような検証結果が出ましたけれども、イコール、現在

地での耐震改修が全て不可能だということではないと私は理解をしておりますので。ですから、

その流れをくめば、専門家委員会で専門家の集まりだったらば、やっぱりその住民投票の結果

を踏まえて、ここで耐震改修をしていく上でどうあるべきいうことを議論していただければよ

かったなという。だから、そこは桑田委員とはもう意見の違うとこです。 

◆桑田達也 委員 わかりました。ですからね、いいですか。 

◆中西照典 委員長 ちょっと待ってくださいよ、今の続きまでされるの。 

 じゃあ、桑田さん、どうぞ。 

◆桑田達也 委員 ですから、先ほども有松委員からもありましたけども、今この特別委員会が審

議をしているこのテーブルの上で、伊藤委員がこの現地での耐震改修ができるのであれば、そ

れを示していただければいいと思うのですよ。さらに言えば、私たちのこの特別委員会は今４

次ですけども、一番最初の特別委員会、先ほど橋尾委員からもありましたが、この耐震診断を

受けて、私たち市議会は第１次の特別委員会において、免震改修という議論までしました。し

かしながら最終的には、その第１次の特別委員会では新築統合という結論を出してきているわ

けですよ、新築統合、第１次の特別委員会。市議会の結論として、まず新築ありきということ

の結論を出しているということも、私は認識をしておかないといけないというふうに思います

よ。その後、確かに移転ということがあり、なぜ移転がいけないのかという、そこら辺の議論

というのを私ははっきり聞いてないような気がするのですけども、何かこの新築移転という、
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新築結合では賛成だけども、新築移転になった途端に住民投票が起こり、今日のような結果に

なっているということも、私は経過の中にあると思うのです。であるならば、伊藤委員ね、議

会が一番最初に出した新築ということ、それから移転がなぜだめなのか、そしてさらには共産

党さんがというか伊藤委員が耐震改修でなければならないと、現地に、そしてこの全体構想が

示された上でなおかつ３次の委員でもあった伊藤さんが、その委員長報告を受けた後で、なお

かつこの現地での耐震改修ということを主張されるのであれば、一つ一つ、この素案の中で耐

震改修の必要性といいますか、特に２号案ではこの庁舎の機能であるとか、ここで示されてい

るライフサイクルコストとかそういったことを私たちは議論してないわけで、３次のときには。

だからこそ専門家委員会でそういったことにまで踏み込んできょうに至っているわけですから、

そういったものをトータル的に考えられて今、耐震改修を主張されるのであれば、この出てき

た素案に対して私は耐震改修、こうこうこういう理由で耐震改修が必要なのだと、妥当なのだ

という意見を言われないとだめだというふうに思いますよ。 

◆中西照典 委員長 じゃあ、吉田副委員長。 

◆吉田博幸 副委員長 だから、統合するのもええし、新築だでというとこまでは話が決まりまし

たですけども、市長のほうが唐突に駅北のバスターミナルのとこって打ち出しんさったけえも

めてき出しただが、これ。（発言する者あり）だから、市長はバスターミナルのところに、委員

も知らん、委員会でも話が出んようなことを唐突に持ってきて話をぶち上げんさったけえ混迷

になったんじゃないですか、これは。 

◆中西照典 委員長 そこまで言ったらちょっと……（発言する者あり）そうそう。ただ、僕が言

いましたように、１次の最終報告はさっき言ったように、二重投資になるのでないかと出され

た一方、免震改修すべき意見が一部の委員にもありましたが新築を推進すべきという意見でま

とまりましたということで、財源や後は庁舎規模とかいろいろ述べていますけど、そういうこ

とで締めくくってはいます。ですから、これは過去にそういうことがあったという話ですよ。 

 じゃあ、有松委員。 

◆有松数紀 委員 今、桑田委員も言われましたけど、委員長に提案をさせていただきたいと思い

ます。今の議論では住民投票の扱いについて思いが違う、扱いが違うという入り口論から全く

前に進まないという状況ね、これを繰り返しておっても方向づけは到底できないわけで、先ほ

ど来、委員長は本論に入るように、提案されている部分の議論に入るようにということを促し

ておられるのですけども、そのことを踏まえてですけどね、私はいつまでも何回も、今回でも

う20回も議論の回数重ねているわけですよ、提案が出てきた時期がいつだということは別にし

てでも。そういったことを考えれば、私は先ほど来も言っていますけども、この２月定例、一

つの大きな年度のくくりとしても、私は議会最後の日でも中間報告を、一歩でも進んだ中間報

告を市民に示せるような報告をしていただきたいですよ。そういったことを踏まえて、住民投

票を踏まえた庁舎のあり方はどうだという議論、それを考えると、先ほど桑田委員が言われた

ように、住民投票を踏まえれば耐震化、現在の庁舎を耐震化ということが基本じゃないかとい

う考え方は当然あるでしょうし、我々は我々として、これまでの住民投票を踏まえた中での庁

舎のあり方は新築だという考え方もあるわけですよ。その（聞きとり不能）は全く間違わない
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方向だと思うのですよ。今の４案の中でも、少しでも一歩を進めるという考え方に立てば、住

民投票の結果を踏まえた耐震改修という考え方の中の庁舎のあり方という考え方と、我々が考

える住民投票の結果を受けて考えた庁舎のあり方は新築移転だという考え方もあるわけですよ。

その部分をこの議会の中でまとめ上げましょうよ。この部分をこの会期の中での議論としなけ

れば、何回繰り返しても前には進まない。市民はいつまでも話をしているのだということに…

…。 

◆中西照典 委員長 有松委員、ちょっと。あのね、要は庁舎という、何回も言う、この庁舎、本

庁舎をどういうふうに、鳥取市のこれからの将来のために、我々議会がどういうふうに思うか

というとこです。いろいろの思いはそれぞれありますし、御存じのように議会が一本になる共

通認識っていうのはなかなかできません。その解釈の仕方もいろいろあってきたわけです。し

かしながら、議会が予算をつけた、委員会が出した資料であります。これは個々人が反対する

とか反対せんというより、議会でちゃんと多数決の中でできた委員会です。その委員会に委ね

たわけですから、その委員会が出した資料というものはやっぱり尊重せんといけないと思いま

す。だからその資料に沿って、我々委員会はこの庁舎について踏み込んで、どうしようかとい

う議論に入っていただきたい、これは何回も同じことを言っていますけども。で、きょう説明

がありまして、さまざまなとこはありますけども、どこからという言い方はぼっこいですけど

も、それぞれの考え方をやって、議論をそれぞれしていただきたい。この間、椋田委員は人口

の辺から入られましたけども、そのほかにもそれぞれ敷地とか、それぞれの検討すべきこと、

それから機能についてはちょっとここに書いてありませんけども、今の市庁舎がどういう状況

であるとか、そういうことの現実を踏まえながら話をしていただきたいと思います。 

 有松委員。 

◆有松数紀 委員 私は今、提案をしたのですよね。その扱いをはっきりしといてから進めてくだ

さい。 

◆中西照典 委員長 それは進めましょうって話でしょう。 

◆有松数紀 委員 いや、それを皆さん。 

◆中西照典 委員長 だから、それを受けて進めましょうっていう話を皆さんに問うとるとこです。 

◆有松数紀 委員 言っているのは、この議論を進めるに当たって、この２月定例会の最終日にで

も中間報告を出せるような議論をしましょうということを言っているのですよ。そのことを皆

さんが合意していただけるかどうか諮ってください。 

◆中西照典 委員長 ちょっと待ってくださいよ。中間報告を出しましょうという意見が出ていま

す。中間報告っていうのもさまざまありますけども、中間報告をまとめるのはいいのだけど、

どの程度の。 

 はい、もう一度。 

◆有松数紀 委員 だから、一つの方向としては、４つ案をこれ一つに絞るなんてことはまだまだ

時間がかかるという中において、住民投票を受けた庁舎のあり方は耐震改修だという議論もあ

りますし、住民投票の経過を受けて出されとる部分を踏まえると、新築がいいじゃないかとい

う考え方もあるわけですよ。その議論を踏まえて、２つの方向の中からこの４案を耐震改修な
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のか、新築なのかという部分までは議論を深めていきましょう、その結果を中間報告としまし

ょうということを提案しているのですよ。 

◆中西照典 委員長 そのことは、僕は当初言っていますよね、その方向でいきましょうと。です

から、いわゆるこの庁舎が、今、有松委員が言われた、ここを耐震改修、あるいは新築にする

のかという方向での中間報告をまとめてほしいっちゅうことでしょう。そういう方向で持って

いきたいわけですけども、このことについて。 

 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 恐らく不可能だと私は思いますので、だから、中間報告を必ずしも、私はもう

出さなくていいと思っていますが。 

◆中西照典 委員長 その不可能というのはどういう意味ですか。 

◆伊藤幾子 委員 有松委員さんが言われたように、その方向性を決めるっていうこと、どちらか

に。 

◆中西照典 委員長 有松委員。 

◆有松数紀 委員 何のために議論しているのですか。我々特別委員会は方向を示すために議論し

ているのですよ。出せる方向が見えないというお話ですか。 

◆中西照典 委員長 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 だから、お尻を決めるっていうか、今議会にっていう期限つきでそれをするっ

ていうのは、私は不可能だと思っています。 

◆中西照典 委員長 有松委員。 

◆有松数紀 委員 そういう議論をしていたら、市民から、いつまでも同じような議論をして、何

をやっているのだという批判が出るわけですよ。だから、国会でもあるように、集中審議でも

し、時間延長でもし、最大の努力をして議論を深めていきましょう、前に進めていきましょう

と言っているのですよ。それから逃げるのですか。そんなことはできないということで片づけ

てしまうのですか。努力しましょうよ。 

◆中西照典 委員長 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 その努力をする上で、いろんな思いがあるって委員長がよく言われる、その住

民投票に対する、やはりそこの見解をきっちりと私は議会として議論しないと、先に進めない

って言っているところですよ。 

◆中西照典 委員長 有松委員。 

◆有松数紀 委員 だけど、期日を絞らないと、この議論は終わらないじゃないですか。果てしな

い、１年かかってもどっか結論が見えると感じますか。市民に対しても、ここまでには方向を

出しましょうっていうぐらいの、やっぱり我々も腹をくくって、だから、委員長には大変御苦

労かけるのだけど、この会期中の中で限られた時間、最大限使っていただいて、我々そこに向

き合う努力をしなければいけないと提案をしているのです。 

◆中西照典 委員長 ちょっと待ってください。今、事務局から、事務局って、来ましてですね、

先議の３月３日の討論の通告が本日５時までとなっていますので、その該当者のある方があれ

ば、ちょっと申し出てください。いいですか。ありませんか。 
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 じゃあ、ちょっと５時までに通告の期限が来るということがありまして、そのことについて

の確認が要るようですので、伊藤委員、５分ほどで。 

◆伊藤幾子 委員 いや、10分、10分。 

◆中西照典 委員長 では、４時25分まで、一旦休憩します。 

午後４時 15 分 休憩 

午後４時 26 分 再開 

 

◆中西照典 委員長 それでは、委員会を再開いたします。 

 先ほど有松委員からの提案、中間報告は耐震改修の案か、それとも新築の案か、その辺まで

は中間報告で出していきたいという要請が委員長にありまして、皆さんにお聞きしたとこであ

りますが、その点、伊藤委員はまあ無理だということを言われましたが、ほかに意見はありま

すか。 

 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 有松委員おっしゃったように、無期限にっていうことではいかんと思うのです

ね、やっぱり我々議員の責任としても。我々の任期ももう迫ってきまして、11月、任期自体は

12月ですけど、11月の選挙ということがあるわけですから、それまでには当然我々議会として

の考えをまとめないかんと。しかし、当然議会だけではなくて、執行部とのすり合わせといい

ますか、調整も必要でしょう。そういうふうに見ますと、私、代表質問でも申し上げましたけ

れど、あるいはきょうも申し上げましたけど、もうあと50日で新しい市長が決まるわけですか

ら、現市長は少なくともいらっしゃらないわけですから、市長選ではそれぞれの候補予定者が

庁舎について考えを掲げておられると。それがどうなるかということもあるわけでして、どな

たがなられようと、議会がそれに無条件に従うということではもちろんないですけど、そこも

ねじれが生じてしまうということもあり得るわけですから、そういう意味でいいますと、私は

我々の任期内に議会としてはもちろんのこと、執行部とのすり合わせの中で、すり合わせとい

いますか、議論の中で、オール鳥取市としての方向というものは出さないかんと思いますが、

私は市長選を目の前に、これがまだ500日先っていうのなら別ですけれど、目の前に控えている

中で、議論がまとまればそれでもちろんいいですけれど、無理をしてまとめるということにつ

いては、かえって混乱が生じることになるのではないかと、こうに思っております。以上です。 

◆中西照典 委員長 どうですか、ほかの。 

 桑田委員。 

◆桑田達也 委員 私の考え方はそうではなくて、市長選があろうが、市議会議員として、喫緊の

課題とまで言い切った私たちが政局に紛動されることなく、左右されることなく、本当に鳥取

市民にとって必要な庁舎のあり方ということを喫緊の課題と言っているわけですから、一刻の

猶予もなく真剣に集中的に私は議論をして、少なくとも、先ほど有松委員が述べられましたが、

私もできることならこの２月の定例会の中で中間報告をすべきだろうというふうに思っており

ます。市長選は市長選、政局と絡めるべきではないというふうに思います。 

◆中西照典 委員長 寺坂委員。 
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◆寺坂寛夫 委員 私も中間報告、最終報告ではありませんし、もちろん、中間報告、いろいろ議

論をして、これだけ特別委員会で長くかかっとるわけです。非常に市民の方ももうずっと前々

からこの問題には注目されとるわけです。基本設計構想案というのが出て、各市民にも情報、

チラシ等でるる出ております。ぴょんぴょんネットでも放送されていますし、非常にその動向

を注目されておる中で、先ほども自治連からのほうの、ほか団体のほうの要望があったわけで

すので、陳情、非常にこの問題については、議会としても重く受けとめて、これはある程度の

方向性は十分協議しながら進めるべきだと思います。 

◆中西照典 委員長 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 先ほどの陳情の件もありますし、合意ができたものについては、やはり中間報

告という形で市民にそのことをお知らせするべきだというふうに思います。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 合意の図り方ということも関連してきましょうが、当然、まさに我々が急いで、

急ぎ過ぎて政局にならないようにすることも大事だと思いますので、私はまさに合意ができる

ものがあれば、それはそれで一定のまとめをすればいいと思いますが、その合意のとり方によ

って混乱が深まらないように、そのことだけは申し上げておきたいと思います。 

◆中西照典 委員長 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 私も本当に共通認識をみんなが持てた共通のことでは報告に当然上げればい

いと思いますけども、ただ、本当に多数決のようにして方向性を導くような、出すっていうよ

うなことがあっては、やっぱり今後のそれこそ審議にもかかわることだと思いますので、合意

したことだけであれば、中間報告するっていうのは異論ありません。 

 ただ、有松委員さんが望まれているようなことになるかどうかっていうのは、私はちょっと

疑問があるんですけど。 

◆中西照典 委員長 有松委員。 

◆有松数紀 委員 私は何も勇断を持って向かっているわけじゃないわけで、市民の負託を受けて

いる我々としては、椋田委員言われましたけど、性急な結論になってしまわないようにという

ことは当然熟慮しながらしなければいけませんけども、やっぱりけじめけじめの節目をつけて

いかなければいけないという時期において、年度末の２月というのは普通の議会とはまた違う

意味もあって、そういった意味で２月には一つの方向、一歩前進した方向を出しましょうと。

その方向の中では全部議論がそこで終わってしまうわけではありませんから、そういった部分

を踏まえて、我々はやはりそういった部分の努力をしなければいけないし、その努力をしまし

ょうよということを言っているわけで、伊藤委員が言われるようなことは一切考えておりませ

んので、改めて言っておきます。 

◆中西照典 委員長 では、それぞれの思いがあるようであります。この合意についても、今まで

のさまざまな時点での諮り方というのは皆さんよくわかっとられると思いますが、少なくとも

議論を尽くすということは必要だと思いますので、それについては委員長も配慮していきたい

と思います。 

 それでは、素案の10ページ、これでいうとその前提条件、あるいは前提条件というのは職員
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数と１人当たりの面積でありますが、その面積についても、今の鳥取市のこの本庁舎がどうい

う状況であるか等々、まず、ちょっと待ってください。ごめんなさい。 

 これで一遍、委員間討議は打ち切りますね、いいですね。打ち切りました。 

 先ほど、今、職員数は平米数出ましたね。やはり問題はこの庁舎が今どういう状況であるか

ということを皆さん認識していただきたいという、その中で、人数や１人当たりの平米数とい

うものが出てきているだろうと思います。ですから今の、以前にもありましたけども、ＣＡＴ

Ｖが導入されてからは現在の庁舎の平米数とか、１人当たりの、どういう点が今問題になって

いるかということがあれば、執行部のほうでお示し願いたいと思います。 

 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 それでは、今の庁舎の現状を少しお話ししたいと思います。  

 まず、バリアフリーの点ですけれども、昭和39年にこの建物ができておりますが、その後も

鳥取県の福祉まち条例、それからバリアフリー法等、誘導基準等ができまして、現在の建物は

それに合致していない部分があるということが一つございます。それで、それを直すのにはど

うしたらいいかということがございまして、まず廊下の間仕切りを改修して出入り口の幅を広

げたりとか、それから階段に手すりをつけたりとか、各階に多目的トイレをつけたりとかいう

ことの改修が出てくると。誘導基準で階段の幅なんかがございますけれども、この庁舎の階段

はもう耐震壁で囲まれておりますので、改修することはもう不可能であるというふうには思っ

ております。 

 それから、面積の件でございますけれども、防災の観点から申し上げますと、４階に危機管

理課がございます。執務室の一角に５平米だったですかね、防災無線室があるのですけれども、

特定の防災対策室はないと。それから、執務室の状況としては、先ほどから24.4平米が中央値

だというお話がございましたけれども、その約７割の17.6平米しかないという状況でございま

す。防災対策を、じゃあ、満足いくようにしようと思えば、先ほどもお話がございましたよう

に、全部で1,100平米ですか、確保が必要ということです。それから、執務室も更衣室であると

か、もろもろそういうところはございませんので、倉庫もございません。面積をやはり拡充を

していかなければならないということがございます。とりあえず、そこまでにしておきます。

以上です。 

◆中西照典 委員長 今の現状を前田専門監のほうから話していただきました。そういうことを踏

まえて、１人当たりの面積、あるいは、それから、今言われなかったですけども、行政のサー

ビス等をするための必要な人数ということが先ほど前提条件の中で出ておりました。こういう

ことに関して皆さん、御意見があればお伺いしたいと思います。 

 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 面積にもかかわってでいいですか、それは後ですか、いいですか。 

 前回でしたかね、意見を申し上げて説明いただきましたが、この職員数の想定というところ

の説明ですね。きょうは特にテレビに映っているということで、画面にも映されながら説明が

ありましたので、市民に誤解があってはまさにならないと思いますんでね、もう一回ちょっと

繰り返して恐縮ですが、私がこれ読むと今後の社会ですね、高齢化が進むから徴収体制を強化
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せないけんのだっていうように読めちゃうのですけど、いや、そういう意味じゃないのだとい

うことでしたんで、もう一回ちょっとここの意味をですね、それこそテレビを見ておられる市

民の方にもわかりやすく御説明いただきたいと思います。 

◆中西照典 委員長 ３ページを映してください。 

○中島伸一郎 庁舎整備次長 ４ページですかね、済みません。人口が減少してもということで、

一方で高齢化社会が進む場合、当然想定されるわけですけども、その場合には当然、高齢人口

がふえていくと。この高齢人口に対する対応としては、福祉分野の体制の強化が必要になって

くるでしょうということが一つありますということです。それとあわせて、高齢化社会が進め

ば、当然生産年齢人口も減少いたします。15歳から65歳未満の人口ですけども、そうなってく

ると、税の増収体制の強化も必要になってくるということが考えられるということです。です

から、人口の減少と職員数の減少とは必ずしも正比例とならないということをここでは説明さ

せていただいているということでございます。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 そうしますと、どうでしたっけ、それこそ、この全体構想の素案で示されてい

るほうには、先ほどの画面の３ページのほうの徴収体制の強化だったと思うのですが、今、４

ページのほうでは、増収体制の強化、これは私の意見があったから変えられた、考え方を変え

られたのか、意見があったか、対策的に表現を対策で変えたのか、これ徴収体制の強化ですか、

増収体制の強化ですか。ここはちょっとしっかり御説明ください。 

◆中西照典 委員長 中島次長。 

○中島伸一郎 庁舎整備次長 椋田委員さんの御指摘もあって、改めてちょっと内部で検討させて

いただきました。徴収体制というよりも、増収体制というのを強化するべきじゃないかという

ことを担当課のほうから御意見いただきましたので、修正したいなと思っています。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 じゃあ、確認ですけど、徴収体制の強化っていうのは単純に言えば、あるもの

の徴収が困難になるから徴収体制の強化をして、ちゃんと徴収しないといけんと、こういう感

じですね。しかし、増収体制ってのは必ずしもそういう意味ではなくて、財源を確保するため

にいろんな工夫や努力をして増収を図っていかないけんのだと、そのための体制、取り組みを

強化していかないけんのだと、こういう意味ですね。だとすると、ここはその意味合い、表現

は当然変わってくるということですね。じゃあ、それが１点。 

 続いて、もう１点。そこの部分で、人口減少と職員数の減少は必ずしも正比例とはならない

と。私も多分、多分正比例にはならないだろうと思うのですね。ただ、この正比例の正の字、

正しいっていう字が、皆さん方の賢さから出ているものだろうと思いますけど、たとえ正比例

でないにしても、人口減少と職員数との、私は相関関係があるというふうに思いますが、その

あたり執行部はいかがお考えでしょうか。 

◆中西照典 委員長 亀屋局長。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 当然、人口規模によってということで、定員適正化計画というのはあ

ります、確かに。ただ、その事務の内容によって、人口が減るから、じゃあ、その事務が少な
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くなってくるのかということは正比例するという意味で言っているのではなくて、それはここ

にいう正比例に当たらないという言い方にはなっているのですけども、いわゆる人口規模によ

って業務っていうものはある程度の確保するということであるのですが、減ることによって、

先ほど申したように人口、行政面積、こういったものは変わりないので、ですから行政サービ

スのあり方、行政事業のあり方というものは一概には、じゃあどれぐらいの相関関係があるの

かということまではちょっと分析ができないのですけども、それは影響はしてくるものはある

と思います。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 そこはやっぱりもっと市民にわかりやすく言われないけんと思いますよ。今の

結論的には比例します、相関関係はありますと。だけど、正比例ではありません、その比率で

の相関関係ではありませんと言われたのであって、私は正比例ではなくても相関関係はあるで

しょう、あると考えますがいかがですかと言っているのですからね。まず、相関関係はありま

すと言われて、ただし、正比例とかその比率に応じ、そのままということでありませんよと、

こう言われんと、何か認めるとだか、認めたくなくて否定しとるだか、それは私と局長とのや

りとりの否定だ否定でないじゃなくて、市民にちゃんとやっぱり理解してもらうと、こういう

質疑を通してそこの理解が進むことが大事ですから、そういう理解でよろしいですか。もう１

回ちょっと御答弁ください。 

◆中西照典 委員長 亀屋局長。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 今、椋田議員がおっしゃる内容で、人口に関しては全く関係ないとい

うことはないです。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 そうしますと、職員数掛ける、この案でいいますと24平米ということが庁舎面

積の大きなもとに、あるいは大部分と言うとまた少し語弊あるかもしれませんが、大きなもと

になるわけですから、当然そこには影響が出てくると。ただ、皆さん方は、じゃあ、それがど

うなのかというところまでは試算しておられないというね、私は前回、人口推計をもっとしっ

かり検討すべきではないかと申し上げたのですが、ちょっとほかにもありますけど、とりあえ

ずここについてはそこまでにしておきたいと思います。 

◆中西照典 委員長 では、椋田委員はそこまで。ほかに何か、これを見られて、あるいはそれぞ

れが庁舎についての思いとか、そういうものがあれば深めていただきたいと思います。 

 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 今、職員数の想定というとこで議論になっとるわけですけれども、合併時1,572

人が、28年度は1,258人、適正化計画で、現状は今889人だが、工事が完了した折には863人とい

う職員定数になっとるわけですけれども、今後人口減少社会を迎えていくという流れの中で、

やはり他都市との比較において、だんだんと職員も減らしてこないかんという現実が必ずある

のだろうと思います。 

 それで、鳥取市も８町村と合併をして、総合支所の体制が非常に弱いというお声をよく聞き

ます。そういう中で人材、権限、それからまた予算というものも総合支所の充実、中山間地域



52 
 

の振興を図っていくためには、やはり総合支所の充実ということも当然出てくるだろうと思う

のですが、そうなってくると、例えば職員もそちらのほうに派遣すれば、本庁舎の職員数も減

ってくるだろうということも考えられると思いますし、これから先というのはアウトソーシン

グができるようなものという部分も行政サービスを進めていく上で、私いつも思うのだが、高

齢化社会になってくると、今までのようにとりあえず役所まで手続来なんせと、役所に来ても

らえりゃもう行政サービスお返ししますよという、旧来然とした行政サービスのあり方という

のがどこまでやれるのか、あるいは行政としてどこまで市民の皆さんのほうに近づいていける

のか、やはりこういうことも考えていかないかんと思うのですが、そこら辺の総務部長とか市

庁舎整備局長の鳥取市の行政サービスのあり方、機能のあり方、将来性、こういうとこはどう

いうふうに考えておられるのですか。 

◆中西照典 委員長 羽場部長。 

○羽場恭一 総務部長 総務部長と言われましたので、私のほうからちょっと局長にかわって答え

させていただきますけど、橋尾委員さんおっしゃられますように、今後の本庁、支所のあり方

というのは当然、日々見直していかないけない部分だと思います。支所の今の人員が適正なの

かどうかということもありますし、これから支所のほうが対策を強化していく、新市域振興監

もできてビジョンもつくっていこうという中ですので、これからの50年に見たときでも、やっ

ぱりそういった支所のあり方というのは当然いろんな面で見直していく、その結果、職員が逆

にふえて、今はちょっと減っていきよりますけども、ふえていく可能性もあります。ただ、そ

れによって本庁のほうの業務が少なくなるかというとそうじゃなくて、支所の業務を拡充する

ことによってということですから、場合によっては本庁はそのままで、職員のある程度の削減

の見直しというようなことも出てくるかもわかりません。そういった要素は、不確定な要素と

いうのは当然、ある程度はあると思います。 

 今、この中で、全体構想の中での捉まえ方というのは現状をベースにということでやってお

りますし、それを踏まえた上での向こう何年間かの職員の見通しということではじいています

ので、そういった細かい部分のところの試算、職員の面積割とか、面積の総面積っていうのは

がじっとコンプリートされたものというのはなかなか現状としては難しいのだろうと思ってお

ります。ただ、そうはいっても、目安というか、ある程度の方向性を出さないけんということ

で、この基本構想立てておりますけども、ある程度の実施計画とかいろんなところの計画の中

ではまた当然見直しも出てくるだろうと思っています。 

 基本的な考え方としては、橋尾委員さんが御質問の本庁、支所のあり方というのは、当然、

これから新市域振興ビジョンも50年間というのを踏まえた中で、逆に支所のほうがふやしてい

かないけん。ただ、そうはいっても、それは機能の充実なり内容の充実ですから、本庁の業務

が手薄になるものじゃないというような基本的な考え方を持っておりますけども、これはもっ

と議論が進んでいく中で面積的なものとかは、職員数的なものとかは確定していくんだろうと

いうのが私の今の思いでございます。以上でございます。 

◆中西照典 委員長 亀屋局長。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 それからもう一つは市民サービスの向上の面で、コンビニ等の証明書
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の発行業務の委託というようなこと、こういったことにつきましても、庁舎の推進本部のほう

でも検討は当然、窓口業務以外のサービス向上ということで考えておりますので、そういった

ことも、サービス面からいってどういう向上をしていくのかということで検討はしております。 

 それとあわせて、職員数の問題で、総合支所については８つあるのですが、今回はその７つ

の本庁舎の機能、これを統合することによって、いわゆる職員の配置を見直す、いわゆる分散

することによって職員を置かなきゃならないというところを、まとめることによって省略でき

るというようなことも今回の全体構想の中では考えておりますので、将来の人口見通しも含め

て検討しておるかということなのですが、いわゆる定数管理、定員管理という面で、配置の状

況、こういったことも踏まえながら人員も考えていっているというのが、今回の全体構想の流

れでございます。 

◆中西照典 委員長 人員もありますし、本庁舎に必要な面積というところがあります。それぞれ、

今、17.4ですか。それをやはり24.4にすればどうだろうと、その内容は先ほど話されましたけ

ども、そういうようなところも及んでいっていただきたいと思います。 

 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 ８ページですかいね、本庁機能に必要な面積ということで、１人当たりの面積

が24.4平米と。それで、富士市から６市、抜粋してあるわけですけれども、これはあれですか、

新築とか耐震とか全部含まれて、その何ていうの、特例市という形で抜粋をしたのであって、

新築したとか、耐震改修でしたとかっていうのかな。この24.4、ちょっと教えてほしい。 

◆中西照典 委員長 中島次長。 

○中島伸一郎 庁舎整備次長 これは専門家委員会で議論のときに特例市の調査をいたしました。

その中で、新築をした都市について、これについては６市あったので、その中の中央値として

表示させていただいています。また同じように、耐震改修した都市もございましたので、ここ

にはございませんけども、それも中央値としてまとめておりますけど、その場合は１人当たり

18平米というような数値になっております。 

 専門家委員会の議論の中では、18平米という耐震改修した場合の平米数もあるし、新築の場

合は24.4平米という平米数もあると。ただ、整備するに当たって、やはり24.4平米であれば、

大体どこの都市も総務省基準に基づきながらそれぞれ都市の状況に応じながら設定しています

ので、ほぼ総務省基準に近い形になると。その場合には、先ほども説明しましたけども、庁舎

の課題であるバリアフリー法での誘導基準を満たすことができたりとか、さまざまの改善がで

きるということなので、それがいいじゃないかなということで、新築についてはこの面積、１

人当たりの面積がいいじゃないかなということで提案しております。 

◆中西照典 委員長 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 そういう話であれば、何ていうのですかね、今、鳥取市が何ぼだったね、17.

何ぼだったかいな、６ですよね、現実に長岡市でも17.3というような形でやっておられるとい

うことだろうと思うのですけども、やっぱりここら辺の、要は行政サービスを行っていく上で

やっぱりどれくらいの、鳥取市の都市の規模としてどうあるべきかということも当然議論せな

いかんと思うのですけども、その中で、先ほど前田専門監のほうがバリアフリーの問題だとか、



54 
 

そういうことをおっしゃったのだけど、いえば耐震改修なんかやる場合に、耐震改修促進法で

首長の判断によって、地震に強いように耐震工事をやると、だけども、それをやると現在の建

築基準法に対応しないと、だから、中もいろわないかんようになってくる。だけども、それす

ると大変大ごとになるということで、緩和策がありますよね。 

 それで、先ほど防災の４階のことをちょっとおっしゃったけども、それは例えば増築する部

分にそういう機能を持っていくということになれば、バリアフリーも含めてそういうのは対応

できる。やっぱりそういう何というかね、複合的というか、総合的というか、そういうことも

考えていかないかんのかなと、そこら辺の議論がまだまだ足りてないのかなっていうふうに思

います。 

 というのは、この本庁舎のほうも5,800ですよね、２号案で提案したあれはね。それで、市役

所の執務スペースというのが基本的には２万3,500という同じ比較検討しやすい中で４案が出

てきておる。ということは、４分の１ですよ。5,800ということになればね。そこの部分という

のは、先ほど言ったような首長判断によって耐震改修促進法で、今の建築基準法に合わすと大

変なことになるということで、そこの部分は市民の皆さんが来られないような部署を配置する

とかというような検討が現実にはできるのかできないのか、そこら辺のちょっとお考えを教え

てください。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 お答えします。まず、耐震改修促進法ですけれども、御指摘の

とおり、そういう緩和規定がございます。耐震改修によって費用がかかるものですから、そう

いうものは、じゃあ、後回しでも結構ですという緩和規定ございます。ただ、それはあくまで

も緩和規定であって、庁舎を利用される方がやはり本来の今の法律に合致していない建物で本

当にいいのだろうかっていうことは、十分これから考えていく必要があると思うのです。そう

いうことを考えたときに、やはりより安全でということを考えれば、部署の配置を市民の方が

いらっしゃらないようにするっていうことも一つの考え方、ちょっと無理があるかなという気

もしますけれども、やはり安全に即したように改修していくっていうのが求められると思いま

す。以上です。 

◆中西照典 委員長 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 そういう話になってくると、私が申し上げたいのは、例えばこの際全てそうい

う対応しなきゃならんのかと。緩和規定があるということは年次的にやっても構わんというこ

とだろうし、それから、従来この鳥取市の修繕、改修なんかにしても、本当に年次的に予算と

ってやっていたかっていったら、やっぱりやってないわけですよ。さっき言われたような多目

的トイレなんかにしても、そりゃあやろうと思えばできとった話だし、エレベーターにしたっ

てかえる期間は23年か４年ということでしょう。ことしはもう26年でしょう。やっぱりやるこ

とはやりゃあいいのだけど、今んとこ正常に動きよるだけん、使いよるだけちゅうやな話が結

構多いのだよ、鳥取市はね。やっぱりそういうことも反省を踏まえて、できるだけ公共な施設

だから手は入れることは入れて、長寿命化を図っていく努力ね、これは予算の絡みがあると思

うけども、それは市としてもやっぱりこれからきちっと考え方を持ってやってもらわんと、年
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数が40何年になったからもう建て直さないけませんっていうような話でなくして、そういう考

え方を、ルールをつくっていただきたい。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 橋尾さんの今の前の質問の、中島次長がお答えになった職員１人当たりの面積

のことですけど、類似都市の新築の中央値ですかいね、が、24.4だと、それから耐震改修の場

合が18だということでしたね。中央値をとるのか、平均値をとるのかっていうのは、統計学上

は非常に大事なことでして、私も一回勉強し直してから、きょうはまだよう勉強しておりませ

んから、また次質問させていただきたいと思いますが、これは大きな問題ですよ。 

 それで、そのときにもう一つ、総務省基準法に近いか何かってありましたけど、その総務省

基準というのを少し御説明いただけますかね。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 総務省基準のまず考え方は、いわゆる机が必要な職員の数でも

って、例えば部長さんだと、その換算人数っていうのがございます。部長さんだと１人当たり

20平米に換算するとか、部長、次長だと９平米に、ごめんなさい。特別職だと20平米、部長、

次長だと９平米、課長だと５平米とかいうふうに、本当の人数の換算でもって換算人数を出し

て、それに4.5平米を掛けるようになっているのです。そういうふうに出して、それが１人当た

りの面積、それからそれに加えて、今度会議室であるとか、トイレであるとか、そういう共用

部分にはそれの何％を掛けなさいとか、そういうふうにして順次、いわゆる換算人数をベース

にして建物の面積を決めていくというのが総務省基準でございます。以上です。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 そうしますと、次まで、次までというのは次の特別委員会という意味じゃなく

て、きょうでなくて後でいいですから、まずその総務省基準の、今御説明いただいた資料を御

提供いただきたいというのが１点と、２点目はまさに今御説明いただいた総務省基準に基づい

て、本市の計算をすると何平米ということになるのか、その計算結果も教えていただきたいと

思いますので、これは要望しておきます。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 承知いたしました。 

◆中西照典 委員長 ほかにありますか。 

 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 ５ページの敷地の特性と比較というところですけども、庁舎が建つ位置ってい

うのは非常に重要なことですけれども、その中で液状化対策がありますよね。現本庁舎の敷地

だけが液状化対策が一般的に必要ということになっているのですけども、これはどういう意味

でしょうか。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 ここの液状化対策につきましては、鳥取県の液状化マップとい

うのがネットで見ることができます。それを参考にいたしまして、こういうふうに液状化マッ

プの中には駅南庁舎は対策が不可避とか、現本庁舎敷地については、こういうふうに現在の駐
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車場部分とこの建物の部分の色が少し分かれておりまして、建物のほうが少し安全側に建って

いるっていう表現がしてあったものですから、こういうふうに記入してあるということでござ

います。以上です。 

◆中西照典 委員長 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 本庁舎の敷地は既に液状化対策がしてあるから必要ないと、根本的なものは必

要ないのだけども、一般的にいえばするべきなのだろうなというような意味じゃなくて、駐車

場と今の敷地とは土のかたさというか、土壌の状況が違うということですか。これは前の薬研

堀の関係でそういうふうになっているわけですか。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 色分けですのではっきりわかりませんが、まず最初に、この建

物が液状化対策してあるかどうかということですが、してありません。液状化に対しては、例

えば基礎の補強であるとか、いろんなことが出てくるのですけれども、耐震診断をこの建物は

行っております。その耐震診断のときの記入に、液状化の危険があるので耐震改修時にはそれ

をきちっと補強などをしてくださいということを記入してありますので、今後耐震改修を行う

ときにはそういうことが必要であるということで、線引き、この敷地と駐車場、薬研堀と全く

関係ない話でして、ただ色塗りがそういうふうに分けてあるという大ざっぱなものでございま

した、県の場合はですね。ですから、この建物は液状化をこれから考慮しなければならないと

いうことです。以上です。 

◆中西照典 委員長 下村委員。 

◆下村佳弘 委員 理解としては耐震改修をしようと、この位置に建てかえようと、どちらになっ

てもこれ液状化対策は、じゃあ、不可避というふうに捉えてもよろしいわけですね。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 そのとおりでございます。耐震診断報告書にもそういうふうに

記入してございます。以上です。 

◆中西照典 委員長 寺坂委員。 

◆寺坂寛夫 委員 今の液状化対策ですけど、実は皆さん御承知のとおり、隣の赤十字病院、今、

基礎工事を行なっとるわけです。現在地盤から30メーターまでＰＣぐい、コンクリートぐいを

打ち込んでおりまして、ずっと３本つなぎで見ていましたら、16メーターぐらいから液状化現

象、ヘドロがぶうっと噴き出します、すごい勢いでね。それでまた、最終の30メーター近くの

1.5メーターぐらい、28メーター近くでまたさらに液状化が出ると。もうヘドロの海ですので、

ですから、今、専門監言われたように、耐震構造にすればくいの補強も要ると、今、Ｈ鋼が入

っているわけですけどね。非常に今の場合は、日赤の場合は丸い90センチのＰＣぐいです、コ

ンクリートぐい、ピアノ線が入った、その真ん中にある程度空洞があるのはまたコンクリート

を詰めるという格好でしますので、非常に軟弱地盤であるということは間違いないと思います。 

◆中西照典 委員長 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 今のところの敷地の特性と比較というところで、周辺施設っていうのが一応旧

市立病院跡地には書いてあるのですけど、この現本庁舎敷地と駅南庁舎の敷地のところには何
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も書いてないのですけども、この周辺施設っていうものの考え方と、それと、あと旧市立病院

跡地には東部消防局とか美保公園、市民体育館ってあるのですが、位置的に駅南庁舎の敷地か

ら見ても何か近いのにと思ったりもするのですが、それが書かれていませんので、周辺施設と

いう捉え方の、考え方っていいますかね、ちょっとそれを教えていただけませんか。 

◆中西照典 委員長 中島次長。 

○中島伸一郎 庁舎整備次長 済みません。これにつきましては、防災と窓口サービスの機能強化

に関する中間報告のときに、防災部会のほうでまとめた資料をそのまま引用しています。防災

上の観点から、周辺施設としては、旧市立病院跡地に東部消防局と美保公園とか市民体育館が

あって活用できるということでまとめてあるということでございます。 

◆中西照典 委員長 伊藤委員。 

◆伊藤幾子 委員 駅南庁舎のところも位置的には同じように東部消防局とか美保公園とか市民

体育館というのは利用できると私は思うのですけど、それが書いてないのは何か理由があるの

でしょうか。ただその中間報告の中で書いてなかったからっていうことですか。 

◆中西照典 委員長 中島次長。 

○中島伸一郎 庁舎整備次長 済みません。ちょっとはっきりはしませんけども、このときには多

分、旧市立病院跡地とか駅南庁舎とか、それとその施設の距離で大体近いということでこちら

のほうにそういった周辺施設があるということで、防災上の活用できる施設として載せてある

と思います。 

◆中西照典 委員長 そのほかに。 

 例えば先ほど人数の面、それから１人当たりの面積、椋田委員からもどうなっているかって

出ていましたけども、その辺をある程度、きっちりしたものはどっちにしても違うわけですけ

ど、それぞれの思いが。その辺のところも皆さんの意見の中である程度詰めていっていただき

たいなという気がいたします。 

 有松委員。 

◆有松数紀 委員 別の部分でいいですか、質問でね。 

 ライフサイクルコストという部分で、少し改めて確認をさせていただきたいのですけども、

きょうの資料の中ではちょっと読み取りにくい話なのかもしれませんけども、2029年あたりに

現本庁舎は建てかえが必要だという予測といいますか、そういった計画を示していただいてい

るのですけども、以前の説明の中で、現本庁舎のイニシャルコストの部分に関しては、基本的

には耐震工事主体であって、それ以外の部分に関しては金額として盛り込んではいない。外壁

とか、あるいは天井、内装工事とか、そういった部分に関しての工事を含んでいないというよ

うな説明があったというふうに思っているのですけども、そういったことを踏まえて、2029年

に建てかえをするということであるのならば、その中身がどこまで含まれているのかという、

どういった事、この建てかえについては当然仮庁舎といいますか、そういった部分も必要にな

ってくるでしょうし、駐車場の確保ということも当然必要になってくるでしょうし、ここら辺

のものがどの程度ライフサイクルコストに盛り込まれているのか、盛り込まれていないものが

あるとすれば、その程度のものが予測されるのかという部分、もう少し丁寧な説明をいただけ
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たらと思いますけども。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 耐用年数65年が過ぎた後につくる建物について、どの程度そう

いうことで考慮してあるかっていう御質問だろうと思いますけれども、まずどういうふうに建

てかえ費用を出したかと申し上げますと、この建物は現在いわゆる免震とかそういうものをし

ておりませんので、現在の34万1,000円から免震工事部分を引いてあります。それは日本設計の

例の計画の中に約７％、免震工事に費用がかかるっていうことを書いてございましたので、34

万1,000円から７％を引いた単価でもって試算をしているということでございますので、免震以

外は現在望んでいるような建物を建てることができるという費用でもって試算をしているとい

うことでございます。ということでよろしいですかね。あと、仮設についてどうするかとか、

駐車場はどうするかとかいうことについては一切考えておりません。以上です。 

◆有松数紀 委員 考えていないと言われても、具体的にはそれが必要になってくるじゃないです

か。それなしでこの庁舎自体が建てかえられるやり方があるのであれば示していただきたいと

思いますけども。言っていることわかりますかね。この庁舎が古く、15年なり、それが20年に

なるかもしれませんよ。そのときに、いずれかは建てかえなければいけないということをずっ

と執行部からも聞いてきたわけで、そのときに建てかえに当たって、建てかえだけの実際の費

用だけで済むのかという、済まない部分があるのであれば、別に経費がかかる、先ほど言った

ように仮庁舎が必要なスペースが必要なということがあるのであれば、あるいはここの部分で

駐車場として確保されていた部分が、例えば工事の必要な部分としてとられてしまって、一般

市民が新しい増築した庁舎を利用するに当たって、駐車場のスペースがないということになっ

たり、そういった部分での対策というものが当然必要になってくるわけで、ここら辺の考え方

は執行部として、それは考えていませんということにはならないわけで、市民の方々のそうい

った部分は十分理解した上で、既存の本庁舎の耐震化ということを議会がどう判断するのかと

いうことの材料としては示していかなければいけないと思うのですよ。そういう部分をどう考

えているのかということです。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 まず、ライフサイクルコストを算出、比較するときに、まず一

番比較しやすい、わかりやすい方法で比較をしたいということがございました。そういう観点

からすると、途中に付加的に、例えば前につくった立体駐車場がどう、例えば解体しなければ

ならないとか、仮設の駐車場を利用しなければならないとかいうことを加えますと、非常に複

雑になってくるということでございます。あくまでも１、２、３、４案を比較したときに、単

純比較がうまくできる方法としてやったことでございまして、実際に65年の耐用年数が過ぎた

ときにいろんなそういう諸問題が起きてくるということはあろうかと思いますけれども、ライ

フサイクルコストの費用算定としてはそこまでは考慮はしていないと。かえって考慮するとや

やこしくなるということがございます。ということでございます。以上です。 

◆中西照典 委員長 有松委員。 

◆有松数紀 委員 ちょっとかみ合っているのか、かみ合ってないのか、私のほうが理解をしてな
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いということなのかもしれません。50年という大計の中で数字は出ております。その中で、2029

年というのは50年の経過の中で、15年とか20年の間の中でこの現本庁舎を、いずれ新築しなけ

ればいけないという、これは事実だということをずっと聞いてきたわけですよね。その部分に

関して比較論からすると、そういういろいろな条件を入れると比較しにくいからということは

わからんではないですけども、そのことの対応をせずに新築はできないということだと私は思

って聞いているのであって、例えば、この比較には入っていませんけども、実際にはこういう

ものがかかりますとか、こういう課題がありますということがあるんだったら示してください

ということ、そして、それを検討してないということでは不十分だという思いもあって聞いて

いるのですけども、もう一度答弁をお願いします。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 まず、65年というのは一つの試算ということはございます。あ

くまでも65年が来たから、すぐやっぱり解体しなければならないっていうことではございませ

ん。あくまでもその試算をするための一つの耐用年数っていうものを設定して、ずっとやって

いるということでございます。ですが、実際にそのころといいますか、建てかえる時期は近い

将来は来るのであろうというふうに思います。そのときにどういう問題があるのかということ

は御指摘のとおりでございますので、少しこれからでも検討させていただきたいというふうに

思います。以上です。 

◆中西照典 委員長 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 今、2029年の建てかえという話が現実に表に出ているわけだけど、我々が耐震

改修及び一部増築案を出して、ここに免震工事、特殊工事を行えば、40年、50年、県庁と同じ

ような方法で維持すれば可能だろうと。だから、私どもはとてもこの29年に建てかえをすると

いう頭は持ってないです。 

 それで、そういうことを有松さんが言われる、それの気持ちもわかる。わかるけども、そう

であるならば、耐震改修及び一部増築案を検証して、日本設計さんが建設費プラスその他費用

も出して、市が出して、10億2,000万か、その他費用出したよね、それで、例えばこの全体構想

の整備案、市立病院のほうの計画は建設費だけしか出てない。現実に比較検討するのであれば、

市立病院跡地のほうについても、当然私は、その他費用というものをこの特別委員会に提示を

されるべきだし、それができないようであれば、やはり２号案の建設費と新築の建設費との比

較をしていくということになるだろうし、それから、この現本庁舎の建てかえ、それぐらい延

びるというふうに思っています。 

 それで、何十年も先のことを今どうのこうのっていう気持ちもわからんではないけれども、

現実に、じゃあ一つの私がぱっと思いつく中では、じゃあこの市民会館どうするのだという話

も当然出てくるだろうし、この市民会館のとこの土地っていうのはどれだけあるのですかね。 

 ここの現在地の土地が7,900ぐらいあったのかな。それで市民会館の占めている部分の土地が

何ぼあるのか。これ合わせれば結構な面積になってくると思うけども。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 敷地については、今調べておりますけれども、その他費用の件
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について少し述べさせていただきます。この画面をちょっと出してくれる。概算事業費。 

 今、画面に出ましたけれども、概算事業費ということで、下のほうに、その他経費というこ

とで、3.9億とか３億と、5.3億とか２億とかいうふうに見てあります。これは、それぞれの整

備案１、２、３、４について、例えば整備案１ですと、測量費、地盤調査費、それから土壌汚

染調査費、それから移転費、解体撤去費等が3.9億かかると。それから整備案２につきましても、

同じようにその他経費として、今度は現地の測量費、地盤調査費、文化財調査費、それから移

転費、解体撤去というふうに、ここでその他費用として考えられるものを見させていただいて

いるということでございます。以上です。 

◆中西照典 委員長 面積は今調べているようですが。 

 橋尾委員。 

◆橋尾泰博 委員 この今の、その他費用ということでおっしゃったのだが、こんな3.9億や３億

やこんな金額でなるわけじゃないでしょう。この数字で納得しろと言ったって納得できんで。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 まず、整備案１につきましては、市立病院跡地の測量費として

236万3,000円、地盤調査として2,142万円、土壌汚染調査費として3,625万2,000円、測量試験費

として0.6億が見てあると、移転費につきましては、延べ人数掛ける５万円掛ける消費税という

ことで、0.48億円見てあると、解体撤去費につきましては、現本庁舎と第二庁舎の解体撤去と

して2.86億円見てあると、全体でそういうふうに試算をしていくと3.9億円になるというふうに

して、それぞれの項目について、例えば整備案２につきましては、文化財調査費として１億2,694

万4,000円が見てあるというふうに、それぞれの案について積み上げたものでございまして、御

理解をいただきたいというふうに思います。以上です。 

◆中西照典 委員長 それは意見で。 

 わかりましたか、面積。まだですか。じゃあ、ちょっと面積は後にして。 

 寺坂委員。 

◆寺坂寛夫 委員 概算事業費ですけど、整備案の２ですけど、これはあれですね、文化財調査等

は含まっていないということですね。それともう１点、本庁舎の耐震改修の8.3億円というの、

この一般耐震改修ということで、Ｈ綱補強ということだろうと思いますけど、実際Ｈ綱補強で

はこの６階建てで、またくいを打たないけないという考えがあろうかと思いますが、実際ほん

とにそれで持つのか、または鉄筋コンクリートの建物でありながら鉄骨コンクリートじゃあり

ませんのでね、その辺の調整できるのかどうか、耐震の補強を。それをちょっとお尋ねしたい

と思います。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 まず、文化財調査費ですけれど、先ほど申し上げましたこの整

備案２には１億2,694万4,000円が見てあるということでございます。それから、耐震改修につ

きましては、一般耐震でやってございます。なぜ一般耐震にしたかと申し上げますと、いわゆ

る免震をやっても費用がたくさんかかるという面もございますし、それから地下をそのまま残

すということになれば、例えば洪水のときの電気設備だとか、もろもろのことのやっぱりクリ
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アできないとか、いろいろ問題がございますものですから、今回の試算については、この建物

は一般耐震でやってみようということで8.3億円を計上したということでございます。以上です。 

 済みません、もう１点。くいに、いわゆる地盤の補強については、8.3億円の中のくい補強は

見てございます。これは耐震診断のときの費用を考慮して上げさせていただいております。以

上です。 

◆中西照典 委員長 寺坂委員。 

◆寺坂寛夫 委員 先ほど土壌って言いましたけど、ヒ素対策、ヒ素処分費、それが10億円という

のが当初ありましたが、それは入ってないということですね、それはね。 

 それとまた、Ｈ綱で補強すると、一般耐震。これ鉄筋コンクリートの部分との調整できるの

かどうか、実際、Ｈ綱だったらＨ綱でやるのが大体補強ですけどね、この辺のできるかどうか、

その辺は。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 例えば例に挙げますと、県庁の免震改修の場合、県庁の建物も、

もともとはＨ綱で基礎がなされておりました。その後、免震改修をするときに同じように増し

くいを打っております。県庁の場合の増しくいは鋼管でたしかやっているというふうに聞いて

おりますので、この建物もＨ綱の部分も生かし、また増しくいも交換なり、いろんなくいを持

ってきて、基礎補強することは可能であるというふうに思います。 

◆中西照典 委員長 中島庁舎整備次長。 

○中島伸一郎 庁舎整備次長 済みません、先ほど市民会館の敷地面積ということがありまして、

今、基礎調査を見ますと、本庁の市民会館で合わせて１万2,064.79平米ございます。それを、

本庁の敷地面積7,096.17平米引きますと、4,095.62平米となります。4,095.62平米、4,095です

かね。 

◆中西照典 委員長 そのほか。 

 では、桑田委員。 

◆桑田達也 委員 今、概算事業費の中で種々議論があったわけですけども、私は少し単純にお聞

きしたいし、確認の意味も含めて、先ほどライフサイクルコストで、14年後には新築をしなけ

ればならないと。その上で、この躯体そのものの強度の問題ですが、コンクリートといえばこ

の近代建築の象徴のようなことで、何年もつのかということもはっきりと、建築学的に何年と

いうことが出ているような、出ていないような気がするわけですけども、そこで、耐震改修を

する場合、当然ながらここの中性化がどの程度進んでいるのか、本格的にこれは検証していか

ないといけないと思うのですが、改めてその費用をまずお伺いをしたいと思います。検査の費

用ですね。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 費用を今、探しておりますけれども、コンクリート自体が何年

もつかというお話は、以前に、角谷議員さんのときだったかもしれませんけど、コンクリート

の寿命とか、そういう話がございました。コンクリート自体は中性化が進むことによって強度

が落ちるっていうことはないですね。あくまでも中性化っていうのは何が問題になるかってい
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うと、中の鉄筋がさびてしまうことが問題になるわけです。ですから、その中性化によって強

度が落ちたりとか、そういうことはないということで、その建物にひび割れがいって、そのひ

び割れから雨や二酸化炭素が入ることによって、また鉄筋がさびるということで、建物の一番

悪いのはその鉄筋がやっぱりさびてしまう、いわゆるコンクリートと鉄筋が仲よくしているの

が、それが仲よくならないということ一番の原因なんです。そういうことからすると、もしそ

れだけきちっと解消すれば、建物は幾らでももつという理屈になるのです。ですから、この建

物も外部についてはきちっと調査はしておりませんので、外部の鉄筋のかぶりやすさであると

か、ひび割れがどういう程度入っているとか、外部の中性化もはかっておりませんので、中性

化はどれぐらい進んでいるのかっていうことを調査した上で、やはりその対策は講じていかな

ければならないと、その長寿命化に関してはですね、というふうに考えております。 

 費用については、今調べておりますので、わかり次第また、次回になるかもわかりませんけ

ど、報告いたします。以上です。 

◆中西照典 委員長 桑田委員。 

◆桑田達也 委員 じゃあまた後ほど教えていただきたいと思いますが、もう２つお伺いをしたい

と思うのですけども、１つは、市民サービスの観点ですが、事務事業を統合して対応していく

というようなことも、耐震改修の場合も含めて、あると思いますが、この市役所というのは、

当然ながら不特定多数の方々が訪れるわけですが、庁舎というこの性質から、市民のプライバ

シーを保護する、いろんな相談があった場合に、そういうスペースというようなこと、こうい

ったことが今の現本庁舎では確保されていないわけですが、これは庁舎として、あるべき姿と

いいますか、基本的な考え方として、そういう市民のプライバシー保護のためのスペースとい

いますか、その考え方、何か示されているようなものっていうのはあるのでしょうか。一般論

ということなのかもしれませんけどね。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 個人情報の保護という点で、例えばお客様が市民課のところに

おいでになられたときに、各お客様の間につい立てがそれぞれ立っていて、直接は、いわゆる

声が判断できないような対策をとるとかですね、ブースを何カ所かつくって、そのブースの中

でお話を聞かせていただくとか、そういうふうに少し仕切りを入れることによって、ある程度

守っていくというのが大体のスタイルでございまして、そういうことは当然駅南庁舎でもでき

ていないということでございます。ですから、あくまでも一般論になろうかと思いますけど、

以上です。 

◆中西照典 委員長 桑田委員。 

◆桑田達也 委員 そういったことは、将来的な人口減少ということがあったとしても、庁舎とし

て必要な、確保しなければならない機能の一つだろうというふうに私も思うわけですが、それ

ともう一つお伺いしたいのは、以前、何回目かのこの特別委員会の折に、執務を行う建物、こ

の本庁舎の現状ということを職員課長が説明をされたことがありました。ケースを１から５ぐ

らいまで上げられまして、例えば授乳室がこの本庁舎ではないので、１階や２階の相談室のよ

うなところを使ってしまえば、今度は逆に相談室としての機能が果たせないですとか、また、
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先ほどエレベーターのことがありましたが、エレベーターにしても、これは事故というか、急

病人が発生して、ストレッチャーが入らないエレベーターのスペースだったというようなこと

で、こういったことも解消しなくてはならないとか、また防災面でいけば、女性職員の更衣室

がないとか、また安全衛生だの労働衛生法ですかね、そういうことで職員の皆さんの中の衛生

委員会で議論をされて、そして職員の方が横になって休むスペースであるとか、そういうもろ

もろのことを指摘されたわけですが、この整備案２ということの中で、こういうクリアしなけ

ればならない問題というのが実際あると思うのですけど、これが現実問題、エレベーター一つ

にしても、ストレッチャーが十分に入るエレベーターの設置をすればそれだけのスペースとい

うのが必要になってくるわけですし、そうすると全体的なやはり構造それ自体も変わってくる

でしょうし、そのあたりのことを教えていただきたいと思うわけですが、どうでしょうか。そ

ういう今のこの執務をする上でのデメリットが相当あるわけですが、そういったことも御議論

された上で、この耐震改修というのは余りメリットのあることではないなと、新築移転という

ことになったとは思いますけども、改めてそこをお聞かせいただきたいと思います。 

◆中西照典 委員長 亀屋局長。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 今、桑田議員がおっしゃったように、スペース的な問題ですよね。そ

れは冒頭ちょっと説明させていただきましたけども、バリアフリーの対応によって、いわゆる

物理的にできないものですよね。ある意味では階段の幅、これは今の現状の段階では広げたり、

高くしたりということは構造上できないと。するとすれば新たな階段棟をつくって、そちらで

別途対応しなきゃならない。 

 それからエレベーターにしても、エレベータースペースが限られていますので、箱の中身を

広げていくということは物理的に難しいということになれば、この現状の中で対応しようと思

えば、新たなエレベーター棟をつくる、それを横側につけて、それで対応していくというよう

なことがあります。 

 ただ、もう一つ、そのスペースですよね、いわゆる休憩スペースなり、そういったスペース、

これは１人当たりの面積を十分とれば、それによってそういう空間ができてくるということで、

いわゆる改修においては、限られたスペースだから広げようがない、それは増築するか新築す

るかによって、人を出すことによってその空間が生まれてくると、そういう対応をしなきゃ、

こういう問題は解決しないということになってくると思うのです。 

◆中西照典 委員長 桑田委員。 

◆桑田達也 委員 わかりました。それで最後に、障がい者福祉の観点からお尋ねをしたいと思う

のですけども、以前、私も質問させていただいて、現状、職員の皆様の中で、何らかの障がい

をお持ちの方が勤務をされていると、それで車椅子とかを使用しなければならない職員の方が

いらっしゃったとして、その方の職務スペースですね。先ほど24.4平米ということがありまし

たけども、障がい者福祉の観点から、将来的にもそういった方々が安心をして庁舎で仕事をさ

れるに必要なスペースというものの基準というのは現状あるのでしょうか。 

◆中西照典 委員長 中島次長。 

○中島伸一郎 庁舎整備次長 現状の庁舎の中では、なかなか車椅子対応というのは難しい。ただ、
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人事の配慮の中で、車椅子が通過できるところに近いところとか、移動が少ないところである

とか、そういった配慮をしながら人事配置をしているということでございます。 

◆中西照典 委員長 桑田委員。 

◆桑田達也 委員 ということは、スペースという問題があるがゆえに、御本人が希望の職場とい

いますか、その人の特性を十分発揮をしていただける人事というよりも、今の手狭なスペース

であるから車椅子での行き来ができる、そういったところに人事上、障がいをお持ちの方の配

置ということも考えなくてはならないという理解でよろしいでしょうか。 

 はい、わかりました。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 まず１点は、先ほどストレッチャー対応のエレベーターのことですけど、類似

他都市の状況と、それから総務省基準としてはどうなのか、市役所の庁舎にですよ。そのあた

りいかがですか。 

◆中西照典 委員長 今出ないようでしたら、調べて。次長、どうですか、どうですか。 

 亀屋局長。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 調べて、また連絡をさせていただきたいと思います。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 先ほど桑田委員おっしゃっていた中でのプライバシーのこととか、バリアフリ

ーのこととか、それはもう耐震だろうと新築だろうと当然必要だと思っています。その分経費

が多くなることについて反対する市民もいないと思います。ただ、全ての問題をクリアできる

のか、今のストレッチャーの問題含めてですね、そのあたりは大いに検討をまた要するとこだ

と思いますので、今出ないということは検討されてないということでしょうから、また教えて

いただきたいと思います。 

 あとほか何点かありますけど、委員長、いいですかね、続けて。 

◆中西照典 委員長 一応、これは喫緊の課題ということで６時までを一応めどとして、今私は考

えております。皆さんがここで一旦切って次回にということになれば、そういうふうにします

けども、とりあえずは６時までめどに、私は考えております。 

 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 じゃあ、ちょっと続けますが、途中橋尾委員のほうから御意見あったのですけ

ど、最初私、ばあっとよう発言しちゃったので、私ばっかり発言してもいけんかなと思って、

ちょっと控えたものですから、ちょっと戻った話になりますけど、総合支所との絡みです。こ

れまでも私、この委員会で意見申し上げてきましたが、総合支所、単に耐震化というだけでは

なくて、まさに機能。そうすると、今この市庁舎整備はまさに耐震化の議論から始まっている

けれど、機能のことも当然大事だということで検討されている。総合支所も、当然機能という

ことも検討せないけんとなっている。 

 そうすると、この２つの機能が当然ばらばらではないわけでして、やっぱり連関してくるわ

けでありまして、そうすると、この間も申し上げましたが、総合支所のほうは新市域のビジョ

ンのほうで検討することになっておるから、そっちに位置づけておるから、この議論とリンク
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しないということにはならないわけでありまして、そうすると、それは機能の問題、当然職員

の問題、一般論でいいますと職員がふえるのか減るのかということも含めて、当然かかわって

くる。そうすると、最初の人口減、職員数、面積でどうであれ、その必要な面積がどうなって

くるのかということにこれは直結する話でありまして、もう一度、その庁舎、総合支所につい

ては、単に存置するというだけではなくて、あるいはさらに機能等についても検討するという

だけではなくて、この議論と当然リンクして、総合的に当然考えなければならないことだとも

思いますが、そのあたりについて、いかがお考えでしょう。 

◆中西照典 委員長 亀屋局長。 

○亀屋愛樹 庁舎整備局長 この件につきましては、定員適正化という、全体の職員数の中でどう

やりくりしていくかということにつながっていきますので、全体数も総合支所についてどうい

う今後、将来的に取り組んでいくのかということを明確にすれば、逆に総数の中で本庁職員を

減らして、先ほどちょっと総務部長が申しましたけども、本庁機能の職員数を減らして、総合

支所に持っていくという形もあるかもわかりませんし、なおかつ、それに伴って本庁業務が手

軽になってくるのかといったら、そういうわけにもいかない。増員をもし考えてこなきゃなら

ないのかということも出てきますので、ですから、基本的に今、総合支所と絡めて、本庁業務

というものはどう変わっていくのかということではなく、本庁業務としては、現在特例市とし

て事務に携わっているわけですから、それに対する職員数の考え方ということで、この庁舎整

備に当たっては積算しておるわけです。 

 ですから、総合支所に対する考え方というのは、職員をふやさなきゃならないということで

あれば、今度は増という形になってくるかもわかりません。ですから、そこを将来的に見きわ

めて、近い将来という形も当然あるのですけども、人数の定員適正化というのは、一概にこち

らをふやせばこちらは減るという単純な作業にはいかないと思いますので、これは今の全体構

想の考え方の中では考慮してないという考え方で走っているものでございます。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 今のはなかなかちょっと理解しにくいと思いますけどね。抽象論、ごくごく一

般論としたら言われるようなことはあるかもしれませんが、現実的に、じゃあ総合支所の職員

数をふやしたから総数をふやしましょうと、そうなるのですかね。なるのですかねっていうよ

うな議論をこの場でしとってもいけませんので、先ほどの説明では納得しがたいなということ

が申し上げたかったわけですが、いずれにしても、市役所の機能ですね、それが本庁の機能、

総合支所の機能、その連関という、当然職員配置の問題とこうなってくるわけですから、前回

もというか、これまでもずっと一貫して申し上げておりますけれど、この分だけ先行して、そ

してそちらは別途後だということにはならない、やっぱり全体像をちゃんと持ちながら検討し

ていかなければならないというふうに考えておりますので、そこについてのお考え一つと。も

う一つは、そういう意味でいいますと、今度は職員数に直結する大もとの定数の適正化のこと

についても、その時点で、この庁舎の議論は全く加味されてないというか、検討されてないの

でしょうから、庁舎の議論というのは当然、この機能ということとやっぱり職員の配置、業務

ということとは一体的なものですから、そういう意味においても、全体構想の素案で示されて
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いるものというのは、もっともっと検討していかないけん部分、あるいは検討を深めていかな

いけん部分というのは多々あるのではないかと、こういうふうに思いますが、いかがでしょう。 

◆中西照典 委員長 羽場部長。 

○羽場恭一 総務部長 今、亀屋局長のほうが申し上げたとおりでございますけども、繰り返しに

なるのかもわかりませんけども、支所業務の充実、存置すると言っておりますけども、その支

所業務の充実というのは、それはそれでまた検討していかないけない話だろうと思っておりま

す。それによって職員数がということも出てくるでしょうし、その庁舎のあり方というか、そ

の大きさも出てくるのかもわかりませんが、現在は、それぞれの旧の役場を使っておりますか

ら、スペース的なものは十分に足りておるという、あとは機能をどうやって拡充していくかと

いうところだろうと思いますけども、この現在の本庁舎のほうの検討、本庁の７つの庁舎をど

うするのかというあたりとも完全にリンクして動くというふうには私どもは捉えておらないの

ですね。支所業務のほうは支所業務で新市域振興ビジョンとか、いろんなところでの検討があ

る、だからそれが同時進行であれば一番ベストなのでしょうけども、多少ずれてもそれはそれ

でしようがないのかな、とりあえず今、庁舎整備局が検討しておるのは、その７つの庁舎をど

うするのかというところに絞り込んで検討を、今ずっとこの何年間かはやっておりましたので、

それを今の段階から支所も含めてやっていくという考えには立ちません。 

 ただ、支所をおざなりにしているものではなくて、支所は支所で機能拡充をどうしていくの

かとか、その地域に密着した業務をどうするのか、それに伴ってバリアフリーとかいろんなこ

との機能保全、それから耐震化、それは当然やっていくべきだろうと思っておりますけども、

同時進行というのがベストでしょうけども、多少ずれることはあり得るのかなというのが私ど

もの考え方でございます。 

◆中西照典 委員長 椋田委員。 

◆椋田昇一 委員 単に進行の時間差のことを言っているのではなくて、中身が当然関連してくる

でしょうと。総体的なものがあるのに、こちらだけ最初に進んで、こちらは後でずれるという

話ではなくて、全体像がちゃんとする中で進行というのはそれはいろいろあるかもしれないね。

しかしやっぱり全体像、つまり総合支所の機能とそれを踏まえた職員配置等がどうなっていく

のかということとは、私は切り離しては考えられないと思います。最初の議論にあったように、

それが正比例という、正の比例ということではないにしても、当然関連してきますでしょう。

それは別のことだというふうに私は納得できないというか、理解できませんね。 

◆中西照典 委員長 今、椋田委員はそう言われますが、執行部としては先ほど羽場部長が言われ

た、今の見解でこの案を出されているということですね。 

 そのほかに。じゃあ、寺坂委員。 

◆寺坂寛夫 委員 技術的なことでちょっとお尋ねしますけどね。Ｈ鋼で耐震補強されるって言わ

れましたね。北側については御存じのように引き戸で、引き戸になっていますよね、戸が、窓

が。戸が開き戸になっているわけですよ、全部。非常にＨ鋼になれば窓もあかないという状態

でしょうし、それは窓は直されるのかどうかわかりませんけど、その辺とまた、壁のこととか

言われましたけど、肉厚とか、かぶりの。鉄筋コンクリートの鉄筋とかぶりがありましたね、
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50年前の構造基準では何ミリというのが決まっているわけでしょう、図面もあるわけですし。

今ではその３倍ぐらいのかぶりがないといけんとか、そういう基準があると思うのです。それ

の調査せないけんとか言われるのですけど、それの図面はある程度、肉厚とかその辺はあるわ

けですわね、想定はできると、その辺はね。その辺がまだわからんとかっていう話に、あと15

年しかもたないとか、今の段階では。それがあると思います。その辺をちょっとお聞かせ願い

たいと思います。 

◆中西照典 委員長 前田専門監。 

○前田喜代和 庁舎整備局専門監 まず、耐震補強ですけれども、一応耐震補強はどういうふうに

するかっていうのは、耐震診断のときの資料に耐震補強計画というのがざっとしたものが載っ

ています。それに基づいて今回は試算をして入れてあるということでございまして、サッシが、

その開きが外開きになっているというところについては、極力除いたりして、どうもやってい

るようです。ですから、きちっとした耐震補強設計ではございませんので、それは今後もきち

っと詰めていく必要があるというふうに思います。 

 それから、鉄筋のかぶりにつきましては、これは従来は建設省、今は国土交通省の共通仕様

書がございまして、仕様書の中に基礎は何センチ、それから柱は何センチというふうに規定が

ございます。恐らくその規定は、先生おっしゃる時代と今とは変わってないというふうに思っ

ている、建築の場合はですね。例えば、柱の場合は３センチとか、基礎の場合は４センチとか、

そういう規定がございますので、それについても、そんなに変わっていないのかなと思います。

ですが、これはきちっと、実際に幾らかぶりがあるかっていうのを調査していこうというふう

に思います。 

 それで、ちょっと済みません。先ほど桑田先生のほうから費用の件がございましたけれども、

その調査の費用が調べております。それで、調査内容が外観の劣化損傷調査、それから柱、壁、

張りなどのコンクリートの状況の調査、鉄筋のはつり調査、それからコンクリート強度、鉄筋

の不足調査等々で、直接工事費で1,180万、それに経費を入れまして約1,900万、外部を調査す

るとかかるというふうな見積もりはいただいております。以上でございます。 

◆中西照典 委員長 まだまだ論は詰められておりませんけども、先ほど申しましたように６時と

なりました。それで、これは先ほど有松委員が言われたような方向で、中間報告をということ

ですんで、まだ議論を詰めていきたいと思いますので、今、副委員長と相談した結果、３月５

日の午後１時からこの委員会を持ちたいと思いますので、皆さん、御予定に入れていただきた

いと思います。よろしいでしょうか。（発言する者あり）それは、次回の問題ですか。次回にな

りましてもよろしいかという。じゃあ、次回にどうかという。 

 それよりも、まず時間がね、今１時からっていうのをおくらせていただきたいという方がい

らっしゃいますので、２時でもいいですか。時間をおくらせてって言っておられた、２時でい

い。（発言する者あり） 

 じゃあ、急に決めましたので、時間的には、３月５日の２時、よろしいですか。 

 じゃあ、それで決めていきたいと思います。 

 伊藤さん、次回に向けての、はい。 
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◆伊藤幾子 委員 先ほどちょっとお尋ねしました、敷地の特性と比較のところで、庁内の検討会

だか、推進本部か、そういうところの防災のほうからの資料をそのまま出したということだっ

たのですけど、その周辺施設の考え方と、なぜここが入ってないのかというのを、もうちょっ

とわかりやすく聞いてきていただけないでしょうか。私としては、さっきも言いましたけど、

駅南と旧市立病院跡地がちょっと近いので、同じ条件かなという理解をしていますので、お願

いします。 

◆中西照典 委員長 それでは、よろしくお願いします。 

 それでは、庁舎整備に関する調査特別委員会、第20回をこれで終了いたします。御苦労さま

でした。 

午後５時58分 閉会 

 


